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────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（森  昭人君）  皆さん、おはようございます。昨日に引き続き御苦労さまでございます。 

────────────・────・──────────── 

開議の宣告 

○議長（森  昭人君）  ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、これよ

り本日の会議を開きます。会議の議事はお手元に配付しております議事日程により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（森  昭人君）  日程第１、引き続き一般質問を行います。 

 議会報編集特別委員会委員長より議会報編集のため一般質問者の写真撮影の許可の申し出があ

りましたので、これを許可します。 

 それでは、順次、質問を許可します。１０番、岩尾幸六君、岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  おはようございます。１０番、岩尾幸六です。今回も通告書に

従い一般質問を行います。 

 今９月議会では、きのう４名、本日５名でトータル９名の議員が質問しますが、通告書の質問

事項を見てみますと、町道整備を初め老人会の問題、子育て支援、企業誘致と、重複する質問が

多く見られます。これは、言ってみますと、議員も町民も関心の課題でありますので、ぜひ執行
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部の前向きな答弁と対応をお願いしたいというところでございます。 

 まず、私の最初の質問ですが、町道の整備についてであります。ことしも７月末に町内一斉で

美化運動が開催されました。私どもの区でも、地区に加入している区民総出で町道の草刈りを実

施してまいりました。この町道の一斉清掃は年１回です。１年を通してみれば、いくつかの組織

が町道の管理に携わっていると思われます。そこで質問ですが、町内にある町道の総延長は何キ

ロメートルぐらいあるでしょうか、お聞きします。 

○議長（森  昭人君）  傍聴人はお静かに願います。 

 都市建設課長、須藤淳司君。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  それでは、岩尾幸六議員の御質問にお答えいたします。 

 内野地区におかれましても、毎年の清掃活動、大変ありがとうございます。それでは、町道の

総延長ですが、平成３１年４月１日時点で路線数は６１８本、延長にして３４万１５８メートル、

距離、キロ数にして３４０キロとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  町内に６１８本も町道がありまして、総延長が３４０キロと、

今、課長が説明ありましたが、これ、大変な距離なんですね。そこで、この今、その町道を見て

みますと、ある程度は管理されてるとこ、そうじゃないとこといろんなところで見分けがつくわ

けなんですが、特に、この町道維持のために町が道路整備に採用している臨時職員ですね、これ、

何名ぐらいで対応しているのか、お聞きします。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えいたします。町道や公園の草刈り等の維持管理のために

現在４名の非常勤職員を雇用しております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  これ、総延長３４０キロを４名でやると、これ、絶対もう無理

な距離なんですね。じゃあこの４名の方がそれぞれ日々草刈り等をやっていただいてると思うん

ですが、全体の何割ぐらいがカバーできてるか、わかりますでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えいたします。総延長に対して何割程度ということでよろ

しいでしょうか。今のところ後の御質問の中にもありますが、各地区の清掃の委託をお願いして

おります。それと今、先ほど議員が申されましたように、私たちの目に見えないところでも地区

の方が清掃活動に励んでいただいておりますので、正式なところでどれぐらいのカバーしてるか
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というのは、ちょっとその数量的なものは把握はしておりませんけども、一応、住宅が少ないと

ころ、特に広域の、旧広域農道とか、そういった日出バイパスで管理道路として日出町が権限移

譲を受けている町道とか、非常に周りに住宅が少ないところがあります。そういったところにつ

いて草刈りについては清掃委託の方とあわせながら少しでも私どもも清掃の管理をこの４名の方

で補ってると。延長とかその把握のパーセントについてはちょっと図りかねるところがあります

ので、お答えをこのような形で申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  私の質問がちょっとその辺が無理だったかなと思いますので、

私も町道でいろんなところを走ってますと、やはりこのボランティアの方だとか地域の方が草刈

りをしているのを見かけますが、ボランティアで何か登録されてるボランティアがあると聞きま

す。この登録されているボランティアの数というのは、今、町内でどれくらいあるでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えします。今、議員が申されたボランティアと少し違うん

ですけども、私どもが各地区及び団体の方がそれぞれその地区において清掃を行う上で、私ども

のほうと清掃の業務委託を結んでおります。その結んでおります団体数が今年度は１７団体に委

託しておりまして、その範囲を年２回程度草刈り清掃管理をしていただいております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  １７団体で年２回ですね、清掃活動をやっていただいてるとい

うことです。私なんかがもう町道走ってみて感じることは、やっぱり固有の団体の方々が御苦労

なさってるんだなということで感じます。見てみますと、結構高齢者の方、多いんですよね。こ

の団体に高齢者が多いということで、あと何年できるかなと危惧があるんですが、大体年齢的に、

平均年齢、いくらか把握されてますか。もう大体でいいです。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えします。各地区の年齢層については非常にバラバラで、

確かにあります。青壮年部の方が草刈りされておるところもございますが、基本的には６０以上

の方が非常に多いんではないかと見受けられます。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  ６０じゃないと思うんです、７０から８０に、もう近いんじゃ

ないかと思われる方が結構おるんで、なぜこれを聞くかというと、また後でもこれ、つながるん
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で、今、何歳ぐらいの人が草刈りしてるかちゅうことを聞いたんですが、次に、この地区の団体

の方、清掃委託をされてる方をしている、委託している距離数ですね、どれくらいあるのか。そ

れから、また助成金が払われると思うんですが、例えば１メートル当たりいくらで県はやってる

のかちゅうのをお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えいたします。今年度現在、延長にしまして２万

８,３５０メートル、その委託費が２１０万２千円となっております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  これ、１メートル当たり単価いくらですかね。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えいたします。２１０万２千円を２万８,３５０メートル

で割ったところ、１メートル当たり７４円です。ただ、２回されてるということなので、１回当

たりが１メートル当たり３７円程度になるんではないかと思います。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  １メートル３７円高いか、安いかちゅうのはちょっと私も判断

し兼ねるんですが、やはりこれはだんだんキロ数が多くなりますと、やはり助成金のほうも膨ら

んでくると思います。やっぱり地区の方が言うと、やっぱり安い弁当代で私らやってるんだとい

うふうな声を聞きますので、やはりこれはこれで今後も助成額ちゅうのは続けていっていただき

たいと思っております。 

 これらボランティアがまだまだふえていけば、町内の道路もきちんとなってくると思いますの

で、今後の予算取りもふやしていっていただきたいという思いがございます。 

 次の質問なんですが、町内一斉の美化運動や地域の自主活動で、高齢者が多いために町道の草

刈りが困難という地域がございましたら、お聞かせいただきたい、いくつの地域とか、そういう

感じでも結構ですのでよろしくお願いします。 

○議長（森  昭人君）  生活環境課長、梶原新三君。 

○生活環境課長（梶原 新三君）  岩尾議員の質問にお答えいたします。町内一斉の美化運動、当

課で言うと毎年６月に行われるカントリー作戦がございますが、今年度カントリー作戦を実施し

てなかったのは２地区でございます。この２地区も路上にごみが落ちていなかったのでことしは

見送りいたしましたとか、区で定期的にもう清掃活動を実施してるので、６月には行わなかった

という理由で参加しなかった地域でございます。 
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 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  今のカントリー作戦なんですが、７月の町内一斉の美化運動、

草刈りがあったんですが、そのときは全地区やられたんですかね。 

○議長（森  昭人君）  生活環境課長。 

○生活環境課長（梶原 新三君）  当課で把握しているカントリー作戦のときに草刈り等も一緒に

やっておりますので、そのときに参加しなかったのが２地区ということでございます。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  じゃあほぼカントリー作戦とか、町内一斉の美化運動に関して

は全地区ができているというふうに判断してもよろしいわけですね。 

 じゃあ、次は、今後、やっぱし、今、高齢化社会ということで、きょう、けさも高齢者の人数

がどれくらいいるかというのが私ども資料いただいたんですが、高齢者が増加してくる中で、や

はり地区の道路だとか、そういうところの保全活動ができなくなる地域が今後ふえてくると思い

ます。これ、もう明らかにふえるわけであります。 

 また現在、町内の保全活動で耳にするのが、ちょっと問題がありまして、区に加入している人、

つまり区費を払っている区民が美化運動や保全運動を行っておりますが、区に未加入の世帯は何

も行事には出て来なく不参加であると。同じ町民でありながら不公平であるという声をしばしば

聞くようになりました。この実態をどのように考えているか、ちょっと町長からお願いしたいん

ですが、高齢者が多くなって町道の保全活動が困難になる件と、区に加入している町民が保全活

動を行って、未加入の人は何も町内のそういう保全活動には参加してないと、この辺をどのよう

に考えているか、町長、お願いします。 

○議長（森  昭人君）  町長、本田博文君。 

○町長（本田 博文君）  高齢化で清掃が困難ということでございますけども、地域が高齢化して

も無理のない範囲でお住まいの回りですから一緒に清掃していただきたいと思いますし、区に未

加入の方、行事が不参加ということですけども、これは同じ地域で一緒に生活されることになる

わけでしょうから、できるだけ自治会に一緒に入っていただく中で、清掃活動にも取り組んでい

ただきたいと思う次第です。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  町長の地域で未加入の方、いらっしゃいますか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 
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○町長（本田 博文君）  それぞれ事情があって加入されてないという方はいらっしゃるというふ

うに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  そのような方は、草刈りとかそういう行事に全員参加されてま

すか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  御高齢でお願いしてもちょっと無理かなという状況でございます。そう

いったこともあってでしょうか、参加されていないというふうに思っております。区のほうもあ

まりに御高齢の方については無理は申し上げてないようです。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  高齢者はどこの区でも、もう区から抜いていただいても結構で

すし、区に入ってる方でもこういう清掃活動のときには参加しなくても結構ですよと、大体その

ように言ってる区が多いわけですね。ただ、昨今、日出町ちゅうのは特徴が若い人が多いんです

よ、移住者が移住して来られて住まわれてる方、アパートも最近相当ふえてます。そういう方々

がやっぱり区に入らない方が結構多いんです。そういう人たちが何割いるのかちゅうことで聞き

たいんですけども、私も質問内容に入れてなかったので今回は省きますが、そういう方々が結構

若くても出て来ない、そういうところが私なんかの区でも、もう明らかにそういう方が結構いら

っしゃいます。だから、こういう不公平感を感じないですかちゅうのを私、今、町長に質問して

るんですが、そういうところを行政としてどのように今後、対応していくのか、そういう案があ

りましたらお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  総務課長、藤本英示君。 

○総務課長（藤本 英示君）  自治区の加入の関係が総務課で扱っておりますので、私のほうから

お答えしたいと思います。 

 区の加入につきましては、転入の際、住民課のほうで御案内の文書をお渡しして、極力区長さ

んを通じて区のほうに加入していただくようなお願いを随時しております。いろんな事情で入ら

ない方は確かにいらっしゃるということは承知しておりますが、自治区に加入していただく方が

よりふえるようなことで努力していくことがあればと考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  ぜひその辺の加入率ちゅうのをやっぱり目標に上げて進んでい
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っていただきたいと。私が町道の管理からちょっとここ、外れてるように思われるんですが、今

からの質問にこれ、関係しますので、そこを踏まえてお聞きしました。 

 まとめますと、やっぱり高齢者ちゅうのは確実にどこの地域も、どこの町村も進んできます。

町道の保全活動ができない地域も必ず出てくると思います。やはり行政としては町道の草刈り、

今後、高齢者がふえるのが確実にわかっておりますので、やっぱり町民の負担を考えると、草刈

りの提言とかいうところも施策に上げなきゃいけない時期が必ず来ると思うんですね。そういう

町道の草刈りを住民に今、お願いしてるわけなんですが、そういう草刈りとかいう作業を軽減さ

せるためには、やっぱりこう草が生えない環境が一番いいと思うんです。これは、知恵を出せば

できると思うんですね。そこで、最近、私、目にするのが、県道とか国道、ガードレールの下や

のり面に雑草防止のシートを張ってるのがよく見かけます。そういうところはやっぱり草が生え

てないわけですね。これを町内に採用して拡大することで、草刈り作業が軽減できると思ってお

ります。 

 そこで質問なんですが、町道とかのり面に張られているシート、１メートル当たりの単価とこ

れ、１メートル張ったらどれくらい年数が持つのか、耐久性をお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えします。議員の御指摘の防草シートでございますが、最

近では歩道や中央分離帯等の植栽の管理が困難になってきた、そういうときに国道や県道でも雑

草対策のために植栽を撤去してコンクリートをかぶせたり、防草シートを設置しているところが

ふえてきています。町道においても改良工事をする際ののり面等ではコンクリートを同じように

かぶせたり、防草シートを設置したりすることで、防草対策を行っており、少しずつではありま

すが、必要な箇所を調査・検討し整備しているところでございます。 

 防草シートの耐用年数等ですが、良質なもので１０年から１５年の耐久性があるものから５年

程度の耐久性のものまでございます。この耐用年数というのは紫外線を受ける状況の場合の耐用

年数でございまして、防草シートをかけた上に砕石なり敷くことによって紫外線を受けなければ、

もう何十年ともつというふうに聞いております。 

 日出町では使用しているシートにつきましても、１０年程度のものを使用しておりまして、単

価が１メーターというよりも１平方メートルでの単価でお知らせしたいと思います。諸経費を抜

いて材料費と設置費用を足しまして、約１平方メートル当たり１,７００円となっております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  このシート、今、町内でどれくらいの距離とか設置してるかわ

かりますか。 
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○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えします。町道の現在、修繕工事、多用で実際、のり面の

防草シート発注工事というのはございませんが、数カ所、ところどころで点在して行ってる場合

もありますので、大体ということでよろしいでしょうか。全ての延長については把握はしており

ませんが、延長にしますと１００メートル以内程度だと、町道につきましてはそういうふうに思

っております。その中には町道ののり面とか路肩部分もありますが、先ほどお知らせした歩道の

植栽の木の、樹木の下の部分の雑草を生やさせないように、そこに防草シートを置いて砕石を敷

くということもやっておりますので、それは除いても１００メーター以内の施工だと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  町内で１００メートルぐらいということで、ほとんどやれてな

いちゅうことが現状のように思われます。 

 １平方メートルが１,７００円ということで、これ、あまり高くないというふうに私、判断、

今、聞いておって判断しました。今後、やはり高齢者が多い地域、これからこのシートを設置す

るとそういう高齢者の方々もやっぱり地域に住んでて、町政に対してありがたいというふうな思

いがあるかと思います。１キロで計算すると１７０万円ですので、年間２キロから３キロぐらい

の予算を取っていただいて、高齢者の多い地域から整備するというふうな計画は、これ、今後、

考えていけるかどうか、この辺お聞きしたいんですが。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えします。今、議員から御指摘のように、１メーター当た

りいくら、特に清掃委託を出してるところにつきましては、メーター七十何円とか、私も説明し

ましたけども、それはもともと受けてくれるというのが前提なお話です。ですから、議員が言う

ように、もう地区の方ができなくなってきてるのにメーターいくらでやってくださいというのも、

それは非常におかしな話だと思います。今後、高齢化する上で私どもも今後ますますふえる維持

管理について、今、議員が御指摘のように、特に手が届きにくいのり面とか、そういうようなと

ころについては防草シートを張ることによって１０年でも１５年でももつということであれば、

少しずつでも採用して検討していくべきだと思います。 

 あと、このメリットとしまして、防草シート、水を中に含みます。ですから、コンクリートで

すと雨が降ったときは全て側溝に流れていくんですが、のり面の中に染み込みますので、環境面

でもすごく注目されてると思いますので、ぜひ検討していきたと思います。 

 以上です。 
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○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  これはもう私も今後の検討でお願いしたいんですが、やっぱし

こうコストパフォーマンスでボランティアの方、地区の団体の方からするとメーター３７円でや

っていただけるんで、ここ１,７００円ちゅうたらかなりの差がありますので、コストメリット

を見て、それと地域の住民の方々の労力ですね、その辺も踏まえて今後、予定していただきたい

というふうに思います。 

 町長、これ、今後、先ほどから何回も繰り返すんですが、町内の限界集落ですね、特に南端だ

とかそういう過疎地のほうに関しまして、このシートを導入する、拡大するという考えはどうで

しょう、お持ちでしょうか、それとも検討していくか、どちらかお願いしたいんですが。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  町内のどの地域で敷設していくかというのは、都市建設課が道路政策を

考える中で決めてくれるものというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  ぜひこれも施策の一つということで進めていっていただきたい

というふうに思います。 

 では次に、老人会に関する質問です。昨年、私も老人会の解散がありまして同じ質問をしたん

ですが、また解散があって、５０地区が４８地区になったというふうにお聞きします。どこが今

回、解散したのか、その地域を教えていただけますか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長、伊豆田政克君。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  議員の御質問にお答えいたします。３０年度末で解散したクラ

ブが日出本町の栄冠クラブ、それと藤原中部老人クラブが休眠という形になっております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  休眠。休んだちゅうことね。これはもう解散というような目的

ではちょっと違うと思うんですが、この解散だとか、休眠のした理由というのは把握してありま

すでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  この２クラブについて個別にはっきりとした原因というのを確

認はしておりませんけども、基本的に現在、老人クラブのほうが解散している原因といたしまし

ては、やはり会員や役員の後継者がいないということと、新規に加入する方が少なくなって、会

員が高齢化していく中で毎年のさまざまな行事を実施していくことへの負担感の増大等が原因で
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あると考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  やはり前も言ったように、老人会に寄与するところは利用者に

しても、かなりたくさんあると思うんですね。これは、もうまた町長、聞きたいんですけども、

今、７５地区ある中で４８地区になるといったら、もう３割ちょいのところが老人会が活動して

ないわけですね。また違う目的で活動してるところも聞きますが、こういう組織、老人会の組織

づくりちゅうのは各地域で任せておいて、このままでいいんでしょうか。それとも行政が何らか

の形で入っていかなきゃいけないのか、その辺のお考えをお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  老人クラブですけども、これは高齢労働者の老人クラブに関する規定の

中で、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織という位置づけがされております。その運営も自

主的にされているということで、設置について行政が関与というようなお話でしょうけど、基本

的に高齢者の皆さんがお互いの中で、例えば祝い訪問活動とかそういうことが必要だろうという

思いの中でされている、結成されていることだろうというふうに思っておりますので、必要な関

与があればする部分があるかもしれませんけども、基本的には自主的な組織でございますので、

皆さん方の自主的な運営をお願いしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  自主運営はわかるわけですね。だけど、こういうふうに年々老

人会が解散して減少する状況を見て、これで日出町はいいのかちゅう。この辺の判断はどうされ

てますか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  老人クラブが減っていくことを決して好ましいとは私も思っておりませ

ん。さっき７８自治区に対して４８クラブと申されましたけども、この中には自治区単位ではな

くて自治区を連合してのものもあるんじゃないかなというふうに思っております。そういった形

の中で自主的な老人クラブは引き続き運営されることは望ましいことだというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  ありがとうございます。 

 次に、老人会長、次の後継者がいない、これが一つ問題ですね。クラブ会員に入ってくれる人

も少ないと、今現在、昔は６０ですぐ老人クラブに入ってたんですが、今、もう６５までみんな
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働いてる方、結構いるんですね。７０の方もいらっしゃいます。クラブに入らなくても、老人ク

ラブに入らなくても、自分の生活を主に立ててやってる方も結構いらっしゃいます。 

 会長になったら、あまりにも業務が多過ぎて、会長職を受ける方がいないと、それで解散する

というのが多いというふうに聞いておりますが、この老人クラブ、老人会長の業務というのはど

のようなことがあるか、担当課長、確認されてますか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  老人クラブの会長の業務ということですので、主な業務といた

しましては、総会や行事の日程調整や場所の決定、また資料の作成、役員会の開催等。また地区

老連や町老連の役員にもなりますと、さらに会議や研修への参加等があると把握しております。

また地区のお祝い事ですとか御不幸等の参列等もやると聞いております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  老人会長になった地区の会長になると、出事が物すごく多いわ

けですね。それで老人だけじゃないです、子供の見守り隊とか、子供の行事なんかにも参加する

わけですね。この老連の会長ちゅうのはやっぱし出ごとも多いです、ほとんど無償で今、やられ

ているわけなんですが、もうほとんどの地区に関しましてこの老人会長になりますといろんな区

内の行事、町内の行事の中で参加がおのずと必要となってきて、参加してなかったら、何で老人

会長、参加してないんかちゅうことで反対に悪く言われるような時期なんで、しかし、この多忙

な業務をほぼ無償で、先ほども言いましたけどやってますが、この現状を考慮して、今後、やっ

ぱし後継者を育てる、後継者を今後減らさないためにも何らかの補助・手当を出したらどうかと

いうのが私の今回の質問なんですが、その辺の考えはどうでしょう、ありますか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  お答えいたします。老人クラブは先ほど来、出てますように、

高齢者が生きがいを持って安心して暮らしていくために、健康で身近な仲間と支え合いながら住

みよい地域づくりを行っていくための組織として活動を行っていただいており、高齢化社会が進

行している現在で、その役割は今後、さらに重要になってくると思われます。 

 そのようなことから、町といたしましても老人クラブの重要性を踏まえまして、その活動に対

し町として助成をしているところであります。 

 会長職に関しましては、その役割の大変さは理解はしておりますが、役職手当等を出すか、出

さないかとか必要性に関しましては各組織の中で検討していただくことが妥当であると考えてお

ります。 

 以上です。 
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○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  今、老人クラブに対しては町なり、県なりが補助を出してるん

ですけども、やはりそれを会長が勝手に使うわけにいかんのですね。もう会長自体にその補助を

出したらどうかというのが今回のなんですが、町長、この辺、どうでしょう、出す、検討するべ

きか、これはもう出さなくていいよと思ってるのか、この辺お聞かせ願います。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  助成があることはもう御案内ということでございますけども、老人クラ

ブについては町の老人クラブ連合会、それからこの連合会を通じて各単老に今、これ、活動をや

ってる老人クラブですけども、助成を行っている、さらには各単老については助成を行ってると

いうことで、先ほど申し上げましたけども、自主的な組織ということで基本的には会費で運営さ

れてるんでしょうけども、それでは足りないんじゃないかということでこういった形で助成はさ

せていただいております。クラブに対しては助成をされているという今、お話でしたけれども、

クラブに対する助成がまさに運営に対する助成であって、その中で自主的な組織として自主的な

運営をされるということだろうというふうに思っております。そういったことで、既に助成はさ

せていただいておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  クラブに対しての助成、それはわかります。私言ってるのは、

会長職、個人に対してを今後検討していただきたいというふうにあえてもう１回、お願いしてお

きます。 

 時間がありますので、続いて川崎工業団地の操業状況についてお尋ねします。 

 西棟２階に匠の操業が年始めですかね、ことし初めから操業開始というふうに聞いておりまし

たが、今、どのようになっているか、お聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  商工観光課長、藤原寛君。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  それでは岩尾議員の御質問にお答えをいたします。 

 株式会社匠の進捗状況でございますけども、先ほど議員が申されました操業予定については遅

れをとっている現状がございます。現在は内装を中心に工事を行っておりまして、遅くとも今月

の下旬に完了を予定するという計画でございます。 

 また、完了と同時に操業の準備に係りまして、来月１０月上旬に操業を開始する計画で運んで

いるところでございます。 

 また御質問にはございませんけども、西棟の耐震工事も今、並行して工事をして、町が工事を

しておりますけども、今月中には終了の予定となっているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  操業が結構、遅れてるということで、どっちみち１０月、来月

からはスタートできるわけですね。 

 その間、やっぱし契約を聞きたいんですが、契約当初、操業が年初ですか、開始してからは家

賃収入があると思うんですけども、今、遅れてるということで、ここ辺の家賃収入とか賃借料ち

ゅうのはどのように今、入ってきているのか、説明願えますか。 

○議長（森  昭人君）  財政課長、白水順一君。 

○財政課長（白水 順一君）  では、岩尾議員の御質問にお答えいたします。川崎工業団地の工場

棟につきましては、操業を開始いたしましたら１平米当たり共益費も含め３,７００円となって

おります。それ以外に今、工事をしておる間は一応占用しておりますので、この３,７００円で

共益費を除いた部分の２分の１を賃借料としていただいておるところでございます。 

 以上であります。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  もう１回教えてくださいね。この２分の１ちゅうのは、これは

もう町の規約かなんかで決まってるわけですか。それとも匠との交渉の中で半分くださいという

ことでやってるんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  財政課長。 

○財政課長（白水 順一君）  川崎工業団地が行政財産じゃなくて普通財産なので、これは規約で

決めております。工場棟の３,７００円というのはどの企業さんに対しても同額であります。そ

してつけ加えますと、議員御承知のとおり匠さんについては自社で工事してくれている部分もあ

りますので、現に町に収入として入ってるかと言いますと、そこは相殺をしてますので、うちの

ほうに入りとしては入ってない状況であります。 

 以上であります。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  わかりました。町の持ち出し分は今のところないということで

よろしいですね。 

 今、操業のホックス社がことし東棟の１階も２階も操業を開始するという情報がありますけど

も、どこまで進んでいるか、現状の状況をお聞きします。 

 それから、また東棟というのは特殊でですね、ダウンフロー方式といって床に穴が開いてるん

ですけども、この特殊なつくりの床になっているが、どのような賃借契約ですか、それを進めて

るのか、この辺も一緒にお聞かせください。 
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○議長（森  昭人君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  お答えをいたします。株式会社ホックスにつきましては、議員

がおっしゃるように平成３１年１月に生産拠点の拡大に伴う借り受けの申込書の提出がございま

した。その後、ホックスとの担当者レベル協議、それから庁内協議を経て貸し付けをするという

結論に至っておるところでございます。現在は南棟のほかにことし５月から東棟１階で操業を開

始をしております。 

 今後の予定になりますが、来年の５月以降ですが、主に東棟２階と西棟１階に入居する計画で

現在、進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  これ、ホックス社に関しては大変ありがたいことですね、どん

どん空いてるところを使っていただいて感謝するとこなんですが、これ、来年の５月以降、東棟

の２階、それから西棟の１階も操業するとなると、工場棟の全体の何割ぐらいが埋まってくるわ

けなんですかね。 

○議長（森  昭人君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  お答えをいたします。詳しい数値を持っていませんので、現在、

把握しておりますのが全体の３４.５％で、ホックスが先ほど説明をしました東棟２階、それか

ら西棟に操業開始ということになれば５５％に全体から見ますと操業面積という形になると思い

ます。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  半分以上、５５％ぐらいが使われるということですね。多分、

私の記憶が定かじゃないんですが、よかったと思うんですが、工場棟、全体の６割以上操業目標

ということで動いていると思うんで、あと５％ぐらいがんばっていただきたいということです。 

 この３社、ホックス社とあと残りの２つですね、３社で工場、匠も入れて３社で５５％ちゅう

のは大変いいことなんですが、やはり多くの企業が操業することで、今よりもうだんだんよくな

るんですよ。今、私が考えてるのが、川崎工業団地、外観から見ると草だらけで、何ですか、こ

こはというような感じです。地域の住民からも、昔、テキサスの働いていたＯＢの方からも非常

にクレームが多いです。こういうふうに多くの会社が入ることによって、工業団地の景観も整備

できることだし、企業が集まりやすい環境が整うとさらに誘致が進むと思いますので、この辺も

頑張って、今後の誘致に向けて頑張っていただきたいということです。 

 昨日も同僚議員が企業誘致の現状を質問しておりますが、第５次総合計画で平成３５年、令和
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５年までに６企業の誘致目標を掲げておって、今、３企業が入ってるということですね。あと

３企業を誘致しなきゃいけないんですが、ことし、今までとことしの年末までの傾向なんですが、

この企業を誘致する上で、企業へ訪問した回数と誘致できそうな会社がございましたら、何企業

ぐらいあるのか、この辺をお答え願います。 

○議長（森  昭人君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  お答えをいたします。今年度の訪問数になりますが、先月、関

西方面にて訪問した５社、それから今月、来週になりますけども、東京圏内で３社、今、企業名

については今、東京事務所と打ち合わせをしているところでございます。 

 それと、東京圏内につきましては、１１月末をもう一度訪問してＰＲする予定にしております。 

 それから、期待できそうな企業という御質問でございますけども、なかなか答弁は難しいんで

ございますけども、現時点では４企業と従来から協議をしておりますけども、来たいというとこ

ろまではいっていない状況でございます。もちろん企業側が立地を視野に検討するということで

ございましたら、受け入れ側も迅速な対応をしていき、できるだけ早期に立地ができるよう努力

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  企業訪問の際にパンフレットを持っていってるんですね。どう

いうパンフレットを持っていってますか。 

○議長（森  昭人君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  お答えをいたします。日出町のホームページに川崎工業団地へ

の御案内というのを入れさせていただいております。ほぼそれの概略と言いますか図面をつけて、

日出町の立地環境がすばらしいというところから始まりまして、そういう川崎工業団地の特徴を

説明をしながら協議をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  これがもうちょっと昔の話で申しわけないんですが、テキサス

が操業したとき、西棟、それから南棟、東棟の夜景を見ると、これ、すばらしい夜景なんですね。

テキサスの中でも世界中にある工場の中で一番景観がいい工場であると、ナンバーワンであると

いうことで言われてましたんで、ぜひ、こういう夜景のところもパンフレットの中に入れて、景

観がいい工場で働いてみませんか、外観もきれいですよというふうな形で、やっぱり今から企業

に売り込もうとするんであれば、外観と内観ですね、内装工事もあえて行って、こういうところ

で働いてみませんかというふうな売り込みも一つの手ではないかと思いますので、この辺も含め
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てやっていっていただきたいということです。 

 とにかくお願いなんですが、地域の住民からも言われてます、草がぼうぼうになっているのを

どうにかしてくれと、昔はきれいだったんですが、今はもう見る影もないというふうなことが言

われてます。それと、近年、やはり交通マナーだとかごみのポイ捨てなど、耳にすることがふえ

てきました。近隣からの住民のクレームだとかいうのは町に届いているでしょうか、ちょっと届

いていれば事例をお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  お答えをいたします。今月初旬になりますけれども、１件苦情

が入っております。内容につきましては早朝や夜間の駐車中の大型トラックのエンジン音につい

てでございます。大型トラックということでございましたので、企業のほうが特定がすぐできま

すので、翌日、責任者に来庁してもらい事情を聞きました。本来であれば営業所内に仮眠ができ

る部屋は設けておりまして、そこで仮眠をするということでございますけども、運転手によって、

また時間等によっては車内で仮眠をするという運転手も実際いたということでございます。 

 今後については、契約の中にもうたっておりますので、地域住民から苦情が出ることのないよ

う、指導をしたところでございます。またあわせて先ほど議員がおっしゃいましたように、交通

安全とごみ等の件についても十分配慮するよう、これは一企業に対して指導してますけども、こ

れについては今、入っている企業には同等の事前の指導はしていきたいというふうに考えてます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  今後、そういう地域住民とのトラブルを防ぐためには、やはり

地域住民とあそこに入っている企業間との定期的ちゅうか、年に１回でも２回でも地域会議みた

いなものを開いていただくと、住民の声も率直に伝わると思うんで、この辺の定例会議なんかも

設けていただくとありがたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 それから最後の質問です。ことしの７月の参議院選挙の投票率が５２.５１％、非常に低い投

票率でありました。この投票率が低いということを町としてどのように受けとめたのか、まずは

お聞きいたします。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  岩尾議員の御質問にお答えします。総務課長が選挙管理委員会の書

記長を兼務しておりますので、選管書記長としてお答えをしたいと思います。 

 先般の参議院選挙につきましては、当該議員の前回の改選期に当たります平成２５年時の投票

率は５４.４３％でした。ですので、比較しますと１.９２ポイントの減少でございます。前回の

平成２８年時の投票率につきましては６２.０４％でしたので、９.５３ポイントの減少となって
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おります。 

 この結果をどのように受けとめているかということですが、選挙管理委員会として選挙期間中

に広報車や防災行政無線を利用しての広報活動、大型商業施設でチラシとグッズを配布しての該

当啓発活動等の取り組みを行ってまいりました。しかしながら、国政選挙の投票率に関しまして

は、その選挙における世論の状況、選挙の争点や立候補者の影響を大きく受けるのではないかと

考えられております。先ほど参議院選挙の投票率の推移、上下動を申し上げましたが、国・県の

投票率についても概ね同様の減少傾向の動きを示しております。平成２９年に実施しました選挙

に関する町民アンケートにおいて一番関心のある選挙はという問いに対しまして、参議院選挙を

上げた方の割合は１.６％と２番目に関心が低いものとなっていました。このことから、今回の

選挙での投票率の低下につきましては、日出町のみに生じたものではなく、全体的な流れと言え

るのではないかと推察をしております。 

 しかしながら、参議院選挙に限らず各選挙のいずれにおいても、直近の投票率は前回、また

前々回と比べて低下しておりますので、投票率向上の取り組み対策等が必要であることは認識し

ております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  私は、そこなんですね。他地区いろんな選挙でどんどん、どん

どん低迷が続いているけども、そういうのが把握しているのは、それは確かです。そこでいいん

ですかということです。住民が選挙に対して関心を持たない、これがどんどん、どんどん続いて、

本当にいいですかと、関心を上げなきゃいけないんですかと、いけないんじゃないですかという

のが、私のあれなんです。そのために町としてどうするのか。何か手を打たなきゃいけないんじ

ゃないかというのがやっぱりやっていかないといけないと思います。 

 今の答弁は、それもわかってるんですよ。世論がそうなってる。それでいいのかというところ

なんです。それに対して、今、いろいろな分析の結果も言っていただいてますが、やはり町内の

投票所の中で一番低迷しているところはどこかとか、一番いいところはどこか、この差はどうな

ってるのかというところのそういう分析、こういうのを行ったでしょうか、お聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  ２点目の、結果分析のところでよろしいでしょうか。 

 町内での結果分析につきましては、年齢別としましては１８歳、１９歳の年齢別と２０歳代か

ら１００歳代につきましては各年齢階層別で集計をしております。地域別の分析としましては、

各投票区における投票率及び投票日別集計をもとに分析をしております。 

 まず、年齢別についてでございますが、特に投票率が低い区分を申し上げますと、１９歳が約
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２６％、２０歳代が約３１％、９０歳代が約２３％となっております。なお、投票権年齢が拡大

された１８歳と１９歳の合算の投票率は約３３％となっております。このように、若い世代の選

挙人においては政治への関心、参政意欲の希薄化によるものが影響しているのではないかと考え

ております。一方９０歳代の方につきましては御高齢のため投票に行くことが困難な方もいらっ

しゃったのではないかと推測しておりますが、逆に投票率の高かった年代は７０歳代が７０％、

約７０％、６０歳代が６７％となっております。 

 次に、地域別の分析として投票区ごとの集計結果について申し上げますと、直近の国政選挙で

ある平成２９年の衆議院選挙と比較した場合、どの投票所でも概ね投票率は低下しており、特に

目立った特徴はございませんでした。 

 なお、その他の特徴的な動きとしては、期日前投票における投票者の増加が挙げられると思い

ます。前回の平成２８年の参議院選挙における投票者のうち、期日前投票をした人の割合が約

２１％だったのに対し、今回の参議院選挙では約３４％と１３ポイントほど上昇しております。

これは、期日前投票制度が浸透してきたことによるものと考えております。 

 あと、天候との関係性について少し考察してみますと、平成２９年の衆議院選挙では、投票日

当日に台風襲来の予報があり投票率の低下が懸念されておりましたが、実際に投票日に天候が悪

いことを見越した方が多数期日前投票に来られたので、最終投票率は６０.５３％と今回の参議

院選挙より高い投票率となっております。 

 これらのことから考えますと、天候は選挙期間が長い国政選挙におきましては、投票する時期

等に影響を与えるものの、最終的な投票率に大きく作用していないのではないかと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  選挙の結果で、いろんな面で分析なんかされてるところはよか

ったと思います。それに対して、また今度いろんな手を打っていただきたいというのが私の意見

です。 

 やっぱり投票率というのは先ほど課長が言われましたように、１９歳、２０代の人が非常に少

ないと。９０以上の人ちゅうのはもう仕方ないですね、足がなくて行けないちゅう方も、体が動

かなくて行けないちゅう方はいるんですが、こういう若い方がやはり選挙に対する希薄化、政治

に対する関心感がないちゅうのが一番問題になってくると思いますので、この辺の対策ちゅうの

が今後もやっぱし進めていっていただきたいというふうに思います。 

 投票当日、全体の投票者の投票率が非常に低いということで、やっぱり投票に行くように促す

ために放送したらというのが、多分、役場のほうに町民の声として上がったと思います。しかし、
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放送はされなかったんですが、その辺、庁舎内でどういう協議がされたか、その辺、ちょっとお

聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  防災行政無線を使っての啓発ということでございましょうか。全く

してないということはなくて、計画的にうちのほうで予定しておりました啓発はさせていただい

てるというふうに思っております。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  当日は何回放送しましたか。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  正確にちょっと記憶ははっきりしませんが、２回程度だったと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  夕方に遅くなってから、投票率がよくないという判断は４時、

５時、この辺だったと思います。それ以後の放送が多分、されてないです。ですので、やはりそ

ういう全体を見まわして、投票率が悪ければ広報車を出したり、そういう防災無線か何かで呼び

かけをすると、そういうところをやっていただきたいと思うんです。当日、少し雨だったから、

出かける人は少ないと思うんですが、それはそれなりに努力して、その結果、低かったらそれは

もうやむを得ないと思うんですが、その辺のやっぱり努力が見えなかったなという気がいたしま

す。 

 最後の質問ですが、次回選挙が来年の町長選であります。前回、平成２８年の投票率は

５８.５１％であったわけですけども、来年の投票率ということで、やっぱり町内挙げての町民

が全員が関心を持たなきゃいけないこの選挙となってくると思いますが、投票率の後の目標とい

うのは、もう決めてるんですか、それともまだ決めてないんですか。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  個別の選挙における投票率を事前に目標数値として上げて来てるこ

とは、今までございません。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  岩尾幸六君。 

○議員（１０番 岩尾 幸六君）  やっぱりそこも上げなきゃいけないんだなちゅう感じはします。

もういいよ、上げなくても成り行き任せでいいよと言って、あれば、それでもいいんですが、や

はり私の言うように日出町の行政、町民が全員が関心を持っていただくためには、やっぱり目標
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を上げて、それに対して活動していかなきゃいけないと思うんですね。それは皆さん方、行政マ

ンもそうですし、私なんかの議員もそういう仕事の一つだと私は思っておりますので、ぜひ

６５％とか上げていただいて、これを達成するためにはやっぱりみんなの声かけが必要だとかい

うところが出てくると思います。その辺で努力していっていただきたいと思いますので、ぜひそ

ういうふうに動いていただきたいというふうに思います。 

 以上で、私の質問は終わりたいと思います。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（森  昭人君）  １３番、工藤健次君。工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  １３番、工藤健次です。通告に従って、今回は行財政改革プラ

ンについてお聞きをします。 

 第５次日出町総合計画を下支えする目的で、行財政改革大綱と行財政改革プランを作成し、行

財政改革を進めていると、町長は昨日、行政報告をしました。この大綱とプランは町が行財政改

革をしなければ財政状況が悪化していくということから、日出町財政改革審議会やパブリックコ

メントなどで広く意見を求め、出してもらって作成をしたわけですが、財政が厳しい状況にある

中で町政運営をどうしていくかということの質問や提案が昨日は出ていました。 

 町長は、行財政改革の第１回のこの審議会の挨拶の中で、財政調整基金は平成２７年度の

１７億８千万円をピークに、その後の社会保障費、あるいは公債費等の増大により、これを取り

崩さなければ予算を組めない状況となってきております。また行政は人口減少や少子高齢化など、

多くの行政課題への対応が求められており、限られたマンパワーの中で町民の皆さんに質の高い

行政サービスを提供するために、行政運営の効率化が必至となってきております。 

 そうしたことから、持続可能な財政基盤を確立するとともに、ＩＣＴ技術や民間活力の導入な

どによって効果的な行政運営を行う必要があると考えていると述べられていました。審議会の委

員からは、多くの意見が出ていましたが、プランのパブリックコメントでは意見はなかったとの

ことでしたが、６月議会の全員協議会での改革プランの説明のときには、町長は今現在、職員に

は身を切ってもらっていますと、それを踏まえ新たに身を切る形のものを入れないということで

すと言って、身を切る改革はしませんと言っていましたが、今定例会の議案第４２号に特別職の

町長・副町長・教育長の期末手当を一部カットする条例改正が提出をされています。 

 町長のこの提案理由では、このたび日出町行財政改革大綱及び第１次行財政改革プランを策定

し、町を上げて行財政改革に取り組むこととしたところであり、その先頭に立って取り組む立場

であることを考慮し、町長・副町長及び教育長の期末手当について所要の改正を行うものであり

ますとのことでした。三役の期末手当の一部をカットすることはいいことだと思いますが、大綱

やプラン策定過程の審議会や議員全員協議会ではこのことは出さずに、なぜこのタイミングなの
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でしょうか。三役の期末手当の一部カットだけで町を上げて一丸の取り組みになりますか。プラ

ンには取り組み項目を掲げていますので、その先の具体的な取り組みがどのようになっているか、

現状を聞いていきますが、まず町長に三役の期末手当の一部カットがなぜこのタイミングだった

のか、先にお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森  昭人君）  町長、本田博文君。 

○町長（本田 博文君）  今議会で町三役の期末手当の削減を盛り込んだところですけども、おっ

しゃるように行財政改革に先頭になって取り組む立場であることを考慮して行ったものでござい

ます。 

 なぜこのタイミングということでございますけども、４月１日に策定したということで、その

中で取り組む、先頭に立って取り組む立場であるということを考えた場合には、今議会しかなか

ったと、直近でですね。ということで副町長、それから教育長に話をする中で、お二方も同様に

取り組みたいという考えでございましたので、今議会で提案をさせていただいたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  この大綱とプランの策定、これ、一番最初に取りかかったのは

いつですか。政策推進課長。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長、木付達朗君。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  正確な日にちまでちょっと資料を持っておりませんけれども、

第１回の推進本部会議、これは内部で構成した会議でございます。それを昨年の１２月に第１回

目の本部会議を開催して、その後、回数を重ねながら７月１日の策定に至ったという経過でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  昨年の１２月ということだったんですけど、ずっとこの改革と

プランをつくっていく過程をずっと見てたら、執行部の町としてのこの意気込みとか、そういう

覚悟がなかったんですよ。第１次行財政改革プラン、それから第２次行財政改革プラン、状況が

変わってきてると思うんですけども、きのうからたくさん質問に出てたんですけど、経常収支比

率が９８％近くまでなって、杵築市は１００％を超えたということで、大きな記事になって、あ

あいうことが出ると、町民の方もすごいこの財政状況について心配するんですけど、そういう、

本当にその意気込みとか覚悟がずっと感じられなかったんですよ。それで今回、町長、三役がこ

ういうふうに議案を出したんですけど、当初にそういうことを打ち出してやっていけば、あの審
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議会のメンバーの方々、１３人ですかね、その方たちのたくさん意見が出てたんですけど、そう

いうことに、そういうこの覚悟・決意が伝わらなかったのでいろいろな意見が出てきたと思うん

ですけど、この点について町長、どういうふうに考えてますかね。最初に出したらよかったんじ

ゃないかなと思うんですけど。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  覚悟の表明が早かったらよかったんじゃないかなというお話だろうとい

うふうに思っております。行財政改革を議論してもらうというときから、それなりの覚悟はもち

ろんあったわけであって、今回、行財政改革大綱と第１次推進プランを策定した中で、一応三役

ですけども、こういった形で取り組もうということでございます。 

 覚悟が伝わらなかったというところは、覚悟はあったんですけども、伝え方が悪かったと言え

ばそうかもしれません。どういう形で出せばよかったかというところはあるかもしれませんけど

も、今回はもうこの議案については今しか出すときはなかろうというふうに思っております。

７月に大綱とプランを策定した中で判断したわけですから、そういうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  スピード感もなかったように感じるんですけど、先ほど安部議

員がちょうど１週間前、８月の２９日に玖珠で町村議会の議員研修があって、そのときに、講師

の久保先生から、ちょうどもらった資料があるんですけど、そこのところをゆっくり読み上げま

すので聞いていただきたいと思います。この久保先生ですね、玖珠町の住民になって、それから

玖珠町行政に感じたことということで、玖珠町の橋梁の長寿命化計画の策定とか招集された会議

についてとかいうところもあるんですけど、この行財政改革大綱とプラン、ここの種々の計画書

についてということで書いてるところがあるんですよ。ここゆっくり読むので皆さん、聞いてい

ただきたいと思います。 

「種々の計画書は何とかつくられていますが、内容が総花的で項目が多く、玖珠町の特徴が浮き

彫りにされていないことや、具体的な年度実行計画が明確でないために個々の項目についての実

行度を年度途中で検証することが困難なように見受けられました。計画書としては、地域の特徴

に基づいた実施項目に絞り、それらの重要度の順位を明確にして計画年度内で実施項目を必ず達

成するという意思を持って、具体的で綿密な計画書とすべきと感じました」と今、書いてるんで

すけど、全く今の多分、日出町の行政改革後、行財政改革プラン、これを当てはめるとこういう

状況と思うんですけども、第１次行財政改革のときには合併はしなかった後、財政状況が厳しい

ということで取り組みをして、人件費の削減とか、それからサービス最適化とか、そういうこと

で効果を出したということでなって、それからまた第２次行財政改革プランも職員の意識改革と
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か組織機構の見直しとか、それから引き続き財政の健全化ということで、効果を約６,８００万

出したとかいうことになってるんですけど、その中で第２次行財政改革プランのときにこの目玉

としていた組織機構の見直し、契約検査室の新設をして、それからその後にここにも、これ何

ページか、２ページにも書いてるんですけど、豊岡ふれあいセンターの分館の廃止とか統合とか、

そういうことを目玉にして行財政改革を終わったんですけど、そのときの目玉にした豊岡、また

ふれあいセンターになるんですけど、そこを廃止・統合ということでこれ、やって、そしてまた

今回、またちょっと予算書を見たら、総務企画費の中に３３万円、それからふれあいセンターの

空調の設計委託ですかね、これが出てたんですけど、６月の多分、総務産業常任委員会のときに

その豊岡ふれあいセンターの予算７８０万とか言う、取ってましたよね。それを何か今年度はも

う使わないと、工事についてはもう来年度になるということで、今、防衛予算をお願いしてると

いうことで、その中でこういうあれは見えなかったんですかね。ちょっとそこを１回聞きたいん

ですけど。 

○議長（森  昭人君）  総務課長、藤本英示君。 

○総務課長（藤本 英示君）  その件につきまして、現在、閉会中の総務委員会の中で事業報告と

いうことでさせていただいた部分です。予算の金額につきましては、その委員会の中ではまだ見

積もり聴取中ですので金額ははっきりしませんという御説明をしたと思います。その中で、その

設計の委託費が必要なのは、まあ補助事業としてさせていただきたいという説明をさせていただ

きました。その中で役場職員だけでできない部分がどうしてもありますので、空調関係、電気関

係の委託費として計上させていただきたいという説明をさせていただいたつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  しかし、来年なんで、急ぐことはないんじゃないかなと思った

んですけど。 

 それでは、本題のところに入っていきます。プランに取り組みの項目をずっと並べてるんです

けど、これ、全部聞いてたら時間もないんで、主なものだけここに書きだしたんですけど、これ

も全部、全部、聞けるかどうかわからないんですけど、歳入の確保について、国や県の新規事業

や補助事業を早期に把握・活用とありますが、この次年度の事業の現状、それからふるさと納税

の積極的な推進のこの現状ということ、この２点についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森  昭人君）  財政課長、白水順一君。 

○財政課長（白水 順一君）  それでは工藤議員の御質問にお答えいたします。 

 各課において来年度の新規事業に向けまして、町長から課長会等で情報収集するようにという

ふうに指示を受けているところでございます。まだ８月の後半に、きのうもお話いたしましたが、
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事務事業評価のヒアリングを行いました。その中で県の東部振興局の大分県地域づくり総合補助

金や大分市と連携しておりまして、大分都市広域圏連携事業の活用、また事業の内容をスキーム

を変えて、今まで取れてない国や県の補助金を活用できないかということをそのことをその中で、

ヒアリングの中で議論したところでございます。 

 次年度の事業の現状はということでございますが、ヒアリングの中でいくつかについては詳細

に調査をするようにというような指示をしたところでございまして、現在のところ令和２年度の

予算編成に向けて各課で協議をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  まだ今のところでは何事業とかそういうところまでは出てない

んですね。 

○議長（森  昭人君）  財政課長。 

○財政課長（白水 順一君）  毎年、新規事業を予算編成前に各課のほうに新規事業の概要という

ことで提出を願っております。それが大体例年１１月の中旬なんですけれど、今回につきまして

は今、行財政改革中でございますので、財政課としてはまだ各課には伝えてないんですけど、

１０月末までに新規事業について提出を願うというふうに予定しているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  それでは、今年度の予算の関係について、ちょうど第１回の定

例会のときに議案質疑したんですけど、２９年度の事業のときに１７事業を拡大して８６１万円

増加したということと、事業の見直し、縮小・廃止とか休止した事業で３,１５８万円減額をし

たという回答をしていたんですけども、今、事業見直しをしてるということだったんですけど、

２９年度と３０年度を比べて今の現状ではどうなんですかね。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  それでは御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 現在、財政課長が申しましたとおり、８月２０日から３０日にかけて事務事業評価、内部評価、

庁内の内部評価を３０日に終えたとこです。昨年に比較すると、昨年については事務事業評価で

６３事業についての選定で進めていって、最終的に議会のほうにもお知らせをしましたように、

効果額としては３,２００万程度の効果があったということでございます。 

 本年の事務事業評価については現在、ヒアリングは行った段階で最終的な評価結果について、

まだ出ておりませんけども、一応事業数としては行革プランの目標にも掲げておりますように

１００事業を選定して今、進めて最終評価を、内部評価の最終結果を９月中に決裁を得た後、各
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課に通知して、その結果、通知に基づいて次年の予算要求を各課に行っていただくというような

手順になっております。現在までのところ、まだ効果額についてははっきりしておりません。こ

れについては、行革の１次プラン、改革プランの中で、一応目標数値としては、１００事業で

４,５００万程度の効果を出したいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  このプランの令和元年度の効果目標の額が４,３００万となっ

ているので、これは絶対に、さっき玖珠の先生のあれをしたんですけど、もう絶対に、目標は絶

対にクリアせんと民間とかやったら、例えば、売り上げが、もうそこに届かなければ、もうその

年度はもう赤字でどうしようもなくなるんで、行政のほうも目標を掲げたら絶対その目標をクリ

アするというそういう強い気持ちがなければ全然この予定が狂ってくると思うんですけれども。 

 さっきのあれに戻るんですけど、審議会の会長の第１回のときに、公共施設の総合整備計画が、

これがもう重要なお金をたくさんこれから４０年とかで何十億も使うということになっているん

ですけど、総合計画、計画だけつくって、いつから実施するとかいうのは、そういうことは全く、

今のところないんですかね。この計画には当然入っていないと思うんで。そこら辺はどうなって

いるんですかね。 

○議長（森  昭人君）  財政課長、白水順一君。 

○財政課長（白水 順一君）  お答えしますが、それは公共施設の管理、活用についてということ

でよろしいですかね。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  長寿命化。 

○財政課長（白水 順一君）  長寿命化、財政課のほうで作成しました公共施設の整備計画でござ

いますが、全体の計画では今後どれだけ必要になるというのが出ております。国の主張では、各

公共施設を個別計画を立てたということになるんですけれど、日出町もたくさんの公共施設あり

ますが、財政課といたしましては、今後とも活用すべき公共施設については、その必要性等優先

順位をつけ、長く使うためには先ほど議員がおっしゃられましたとおり、長寿命化のための個別

な計画を立てなきゃならないと伺っております。 

 計画的にこの施設についてはいつつくるということは決めておりませんが、今後は、その優先

順位の中で、学校とはことし長寿命化計画を立てるような予算を組んでおりますが、各施設、例

えば、下水道であればもう既につくっておりますし、そういった形で、順次、その施設ごとに計

画をつくるような形になると思います。 

 以上であります。 

○議長（森  昭人君）  行革プランに反映されているかということですけど、どうですか。行革
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プランのことについてです。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  長寿命化がこれに反映されているかされていないかで……。 

○議長（森  昭人君）  ちょっと待って。課長、どうぞ。 

○財政課長（白水 順一君）  行革プランの中では実施をする。資源の活用については、後、後ほ

ど答えようと思いましたけれども、新電力の問題があります。 

 以上であります。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  会長が言っていたように、多分、前聞いたときには、４０年間

で４００億円、毎年１０億円ずつぐらいがかかっていくという報告だったと思うんですけど、計

画をつくっていつから実施するというのはまだできていないと思うんですけど、１００近く施設

があるですよね。だから、同等のお金を、多分、今から使っていくんで、この計画は、早くつく

ってできるところからやっていかないと財政状況も厳しくなっていく中で、大変なことにならな

いかなというふうに思いました。 

 それでは、この２番目の歳出の見直しのところで、総人件費の適正な水準化、それから地方債

発行の抑制、維持や補修費や物件費等の経費削減ということで、今入る分は、ふるさと納税がち

ょっと抜けていたんですけど、ふるさと納税がさっき、はい。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長、木付達朗君。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  今御質問に、ふるさと納税の積極的な推進の現状ということで

お答えをさせていただきたいと思います。 

 本年４月からの実績について少し申し上げますと、本年９月４日までの実績としましては、昨

年度時期が３６件だった件数については、９月４日現在で１,３７２件、比較しますと、約

３８倍に伸びております。寄附額についても、昨年同月、８月末現在で、５５５万７千円だった

ものが、９月４日現在で３,７４５万５千円ということで６.７倍に、給付額についても、現状で

は、大幅に伸びている状況となっております。 

 また、返礼品については、季節限定の農産物や工芸品などをふやして、現在１７０品目がサイ

トに出ております。 

 これについては、季節もので１回出して期限を切れたら下げるというところになっておるので、

品目数としては、５０程度４月からふやせているとふうに認識をしております。 

 今後とも、ふるさと納税を通じてより多くの方々に応援をしていただけるような寄附者の返礼

品の充実や、サイトの増設、これについても、現在、４つのサイトまで今ふやしているというよ

うな状況になっております。 

 こういうふうな工夫をしながら行革プランの目標値達成に向けて、積極的に今後とも推進して
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いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  ふるさと納税は、頑張っているということは目に見える形で出

ているので、引き続きこの点についてはやっていただきたいと思います。 

 それでは、さっき途中でとまったんですけど、歳出の見直しのところの具体的な取り組みをお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（森  昭人君）  総務課長、藤本英示君。 

○総務課長（藤本 英示君）  私のほうからは、総人件費の適正な水準化のところを御説明したい

と思います。 

 人件費は、扶助費や公債費と並ぶ義務的経費の一つであり、平成３１年度当初予算全体の２割

を占める大きなものとなっております。新たな業務の発生による臨時、非常勤職員の増加や景気

の回復に伴うベースアップ及び勤勉手当の改定により、人件費は増加傾向にあります。 

 また、臨時・非常勤職員制度の見直しにより、令和２年度より始まります会計年度任用職員制

度や再任用職員の増加により今後大幅な人件費の伸びが見込まれます。このため、他の経費と同

様人件費の見直しは喫緊の大きな課題であると考えております。行革プランにおきましては、令

和２年度の目標効果額を３,８００万円としております。 

 具体的な取り組みとしましては、まず、定員適正化計画を踏まえた職員配置がいわれると思い

ます。単に、職員数を減らすだけでは一人一人の負担が増加することから、業務の見直しを並行

して行いつつ、今年度の計画策定に向け取り組んでいるところでございます。 

 また、職員の給与体系につきましては、国の人事院勧告や県の人事委員会勧告を踏まえつつ、

職員のモチベーションが低下することのないように、他市町村との均衡にも考慮して、引き続き

適正化を図り、町民からの理解と納得を得られるよう努めてまいりたいと思います。 

 さらに、会計年度任用職員につきまして、期末手当が支給されることになりますが、報酬も含

め近隣自治体と均衡が図れるものとなるように今協議を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  財政課長。 

○財政課長（白水 順一君）  それでは、私のほうから、地方債発行の抑制はという御質問にお答

えさせていただきます。 

 毎年９月から１０月にかけまして、財政課のほうで中期財政計画というものを作成しておりま

す。契約のために、今後、予定されております各課の普通建設事業の資料を提出してもらいます。

日出町全体の中で、緊急性や有効性の高い事業につきまして推進プランにありますように、来年、



- 135 - 

当初予算の査定の段階で、発行額を６億５千万以内に抑えるような形で査定を行いたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 続きまして、維持補修費や物件費の経費削減はということでございますが、維持補修費につき

ましては、もう議員御承知のとおり、近年、公共施設のほうが老朽化をしておりますので、今後

もそれにかかる費用は増加するというふうに考えております。先ほどお話をいたしました中期財

政計画を作成する中で、起債の発行と同じように優先度の高いところから順に行っていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、物件費につきましては、来年度にかけまして、日出町の電算システムの基幹システムの

入れかえ工事や、あとふるさと納税、先ほど出ましたふるさと納税、当然、返礼品等が出ますの

で、そういった形の物件費等の経費も増加することが見込まれますが、これにつきましては、も

う事業評価を行う中で、それぞれの事業ごと、事業の整理や事業の統合を行うような形で経費の

削減に努めたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  この歳出のところ、一番最初に、総人件費の適正な水準化とい

うことで回答されたんですけども、新しくできるこの会計年度任用職員、これ臨時職員とか、非

常勤の方にとってはいいことでね、こういう制度ができて、仕事、働く環境が整備されて大変い

いことと思うんですけど、今そういう非常勤、それから臨時職員、この数からして、これからま

た低迷をされたり、職員、５年間残す、残していく、こういう中、今この数値、この効果目標、

人件費３,８００万やったかな、これをあれするんですけれども、そこに行きますかね。今の現

状から計算したら、どのくらい、それでこの制度で膨らみますかね、人件費。計算していますで

しょう。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  推進プランを検討する中で、人件費の抑制というところで検討した

ときの時点での数字ではございますが、このままの人員体制で、臨時・非常勤の新しい制度、会

計年度任用職員等の移行で職員の待遇改善がされて、人件費がそのまま膨れた場合には８千万程

度の増加が見込まれるのではないかと。失礼しました、７千万程度の増加が見込まれるのではな

いかという試算でございました。その中で、人員の適正な配置等を見直すことで、効果額であり

ます３,８００万を今回のプランの目標数値として挙げさせていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 
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○議員（１３番 工藤 健次君）  これ大変な人件費、働く人の環境の整備はいいんですけど、人

件費のこの膨らみをどうされるんですかね。町長にお聞きをしたいんですけれども、町長、これ

すごい膨らむんですけど、これ財源は、この新しい制度ができて国からおりてきますか。おりて

こないでしょう。どうされるんですか。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  会計年度任用職員につきましては、待遇改善ですので、当然、人件

費が上がる部分があります。ただ、そうしたことを漫然と受け入れてしまえば、７千万程度の増

額となってしまいますが、全体の人員の配置を考える中で、例えば、再任用職員がふえることで、

再任用職員を臨時・非常勤さんが、新しい制度の会計年度任用職員ですけど、やっていただいて

いた業務を再任用職員に担っていただくとか、そういうことで会計年度任用職員の数を減らすこ

ともできますし、そういった全体的な人員配置を考える中で人件費の抑制をしていこうというの

がこのプランでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  何か今のちょっと説明は、私は、ちょっと聞いた範囲で何かお

かしい。会計年度任用職員は、臨時職員も非常勤職員がそこへ移行するんじゃないんですか。な

いんですか。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  会計年度任用職員制度はそうでございます。ですので、新しい制度

に臨時さん、非常勤さんが移行するんですが、今雇用している方をそのまま、人数雇用し続けて

待遇改善を行って、さらに再任用職員もふえてと想定したときが人件費の増額というのが７千万

円程度ふえるだろうということですので、再任用職員がふえるんですが、再任用職員に会計年度

任用職員がやっていた職務をやっていただければ、会計年度職員はその分、数が減らすことがで

きますので、そういった全体的な職員の数の調整を行いながら人件費の調整を行うという方策で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  では、職員、退職された職員をまだ雇い、雇っていますかね。

来年また１１名ぐらいやめるんですかね。その職員と今言った退職して残る職員と、それから会

計年度任用職員、この位置づけはどうなっているんですか。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  定年で退職される職員のその後は再任用職員の雇用ということでご
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ざいます。現在、臨時・非常勤の方は会計年度任用職員の制度に移行するということですので、

呼び名としては会計年度任用職員というふうになります。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  やめていく職員、これから５年、３年でもいいですけど、来年

は１１人ということだったんですけれども、その次の年度、その次の年度、３年ぐらい先までは

何名ずつぐらいやめるのかというのはわかりますか。今そこで。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  定年によって退職される方が、そのまま全員再任用職員を希望され

たときの想定人数ということでお伝えしたいと思いますが、令和２年度については、最大１７名、

令和３年度につきましては、最大１６名ということになります。ただ、その定年で退職された方

が、皆さん、再任用の職員として希望するというわけではございませんので、人数に移動はあろ

うかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  それでは、来年から３年間ですごい職員がやめていくんですけ

れども、ことし採用、途中で４人ですかね。それからまた、１１人を採用する今予定ですよね。

もうね。この１６人とか１７人とか大量にやめていったとき、来年が多いですかね。それをやめ

た人をそのままずっとずっと補充していったら、またこの職員のね、構成がおかしくなりますよ

ね。平準化ちゅうんかね、バランスよくしてね、行ったらどうかということはずっと前から多分

言われているんですけれども、そういう計画とか、そういうあれは全然考慮に入れていないんで

すか。ことし、今さっき言ったように、中間で４人採用して、また１１人採用するという今計画

で動いていると思うんですけど、平準化して、今から人もなかなか難しく、採用も多分難しくな

ってくる時期が来ると思うんですよ。今人手不足とかそういう状況になって、少子高齢化とかそ

ういう中で、そういう平準化したあれはできないんですか。そういう計画は、今のところ全く考

えていないんですかね。 

○議長（森  昭人君）  総務課長。 

○総務課長（藤本 英示君）  考え方としては議員おっしゃるとおりですので、我々もそのような

考え方で、若干、採用の人数等考えております。今年度、３１年度の職員の採用の予定も少し前

倒しで職員を採用する予定ではございました。ですが、採用試験をする中で、職員として採用す

る人数が十分確保できなかったということで、逆に少ない状況になっておりますので、そういっ

たことを加味して１０月１日採用の職員試験というのを任務の途中ではありますが実施させてい

ただいております。その中で、今年度中の採用で職員を確保する、そして、来年度については
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４月１日のまた募集もしておりますので、職員の採用を計画しております。 

 結果的に、やめられる職員の数だけ採用に近いような採用の計画となっておりますが、当初の

計画としては、少し循環を図る意味で、前倒しで今年度職員数を、採用を多くしたような計画を

当初しておりました。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  町長、さっきまだ答弁もないんですけど、今言ったように、こ

の制度がこういうふうに変わってきて人件費が膨らむ、町長、身を切る改革はしませんというこ

う言っていたんですけど、人件費の膨らみをどうされていくんですかね。きのう、けさの新聞を

見たら、杵築のきのう一般質問の中で、その適正な管理とかいう答弁も杵築もされていたんです

けど、この人件費の膨らみを、町長、これどのように考えて、どのようにしていこうとしている

んか、ちょっと町長の御意見をお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  町長、本田博文君。 

○町長（本田 博文君）  会計年度任用職員制度の導入で、総務課長が答弁しましたように膨らん

でいくということで、それは再任用職員も同じようにふえていくと。その中で、業務というもの

は変わらなかったときには人ばかりふえても困るわけですから、再任用職員の有効な活用という

ことで乗り切っていこうということが先ほど申し上げた答弁でございます。そういった形で総人

件費が膨らまないように取り組んでいきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  これ大変な問題なんですよ。働く人の、さっきから言っている

ように環境の整備はいいんですけど、事業の見直しとか、さっき今やっていると言ったんですけ

ど、去年見ても６４事業ですか、見直しをしても廃止をすると、事業の廃止とかね、そういうの

ほとんどなかったんですね。１つだけ怪しかったんですかね。 

 そういう中で、今まで、例えば、この器の中にだんだん詰め込んでいったら、もう廃止とかな

ければ膨らんでいくばっかしじゃないですか。新規事業入ってきて。ここを思い切った事業の廃

止とかね、そういうことをしていかなかったら膨らむ一方で、だんだん歳出ばっかしふえて、歳

入ちゅうのは、さっき言ったように、ふるさと納税をふやしても、どんだけにもね、とげならな

いですね。膨らみを抑える割には。このバランスが相当潰れてきて、もう財政状況、財政調整基

金が今一番ピークを見たら、さっき言ったように１７億もあったということで、何年か前にはそ

れがあったといって。今もだんだんさがって、３年度末には、今もう７億ちょっと８億か、８億

切るような状況になって、このままで、これで行ったら、このプランを見たら、もう３年先には
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５億に今のままで行ったらなると。それを７億にとめるために今このプランでやっていくという

ことでこうなっているんですけど、大変なこの危機的な状況と思うんですけれども、事業の人件

費を抑えられなければ事業をやはりどんどん見直して廃止していくとかそういう考えに。それか

ら、機構とか、組織とか、そういうことも思い切った大胆な改革をしなければそこへ行きつかな

いと思うんですけど、この点はどういうふうに、町長、考えていますか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  事務事業、これですけれども、もちろん事務事業、削減できるものは削

減する中で、あるいはほかの事業と発展的な拡大というような解消といったようなことも考えら

れるでしょうから、それは一方で、事務事業評価の中でね、取り組んでいかなければならないと

思っていますし、今現実に取り組んでいるところです。 

 廃止が少ないじゃないかという議論かもしれませんけども、それは逆に言うと、そんだけ一番

大切な事業であったわけであって、削減するものについては、また引き続き検討していく必要が

あったらと、事務事業評価の中で皆さんの御意見をいただきながら、削減できるものについては

削減していかなければならないだろうというふうに思っています。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  事業をしっかりと見直していかないと、人が、そのままやった

ら人がさっき言ったように、整理が、人がね、できないんで、人件費も抑えられないということ

になるんですね。そこをしっかり、今から、今事務事業の評価をしているということなんでやっ

ていただきたいと思います。それでなければ膨らんでいくばっかしで、調整基金もさっき言った

ように８億を切ってということになって、３０年の末の財政調整基金、それから減債基金を年度

末に運用するお金はことしは、そうか、１３億５万ぐらい、多分、一時的な運用をしているんで

すけど、それがだんだんなくなれば金融機関から借り入れをしなくなってくると思うんですけど。

その利率が、預ける利率は０.０１とかなって、借りるお金は桁が違って０.０３とかそういう差

があるんで借りるときになったら、例えば、この１年間の３,８００万を削減しても、結局、そ

ういう借り入れでまた同じような膨らみが出てくるんですね。このバランスをしっかりとってい

かんと大変なことになるんじゃないかと思うんですけど、財政課長、どうですか、それ。 

○議長（森  昭人君）  財政課長。 

○財政課長（白水 順一君）  先ほど、まだ事務事業評価を政策推進課と一緒にやっているんです

けど、まだちょっと決裁を受けていない段階なんですけど、本年につきましては、かなり各課と

の間で、各課長に聞いてもらったらわかるんですけど、厳しく臨んでおります。 

 まず事務事業の見直しをする中で、先ほどから議員御指摘のとおり、今回のプランは、やはり

ひとつは財政調整基金の必要な額の確保というのがございますので、なるべく歳出につきまして
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は、スリムな形で無駄のないような形の、そして今まで既存の事業については、一律見直したい

というふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  これ効果目標が、令和２年は２億２,９７４万１千円、それか

ら令和３年度が２億７,２３６万５千円という、こういうすごい金額なんですけど、これを絶対

に、さっきから言っているようにこの効果目標、これをクリアしなかったら、全然計算が、多分、

狂ってくるし、財政状況も悪化の一途をたどるんで大変なことになると思うんで、この効果目標

をしっかりクリアしていかんと。もうそのためにはさっき言ったように、町長、決意とかそうい

う意気込みとか、町長、しっかりあれしていないと、町長、大変なことになりますよ。町長、大

変なことになりますよ、本当。これだけ目標掲げているんで、これをもう絶対にクリアすると。

さっき言ったように、職員、町を挙げて一丸となって取り組むという、町長、こういうことを言

われていたんで、それをしっかりみんな意識づけをして、そこに行かなければ大変なことになる

と思うんですよ。 

 今新聞とか、こないだ佐伯市も出ていましたけれども、みんなこれから各自治体、いろんなさ

っき言った公共施設の施設計画とかいろいろあって財政状況が厳しくなっていく中で、この取り

組み、周辺とかを見るのも一つの方法なんですけど、日出町独自でもっともっとさっき言った事

業の見直しとか仕分けとかこういうところをしっかり見直して、思い切ってもうみんなが日出町

ね、どうなったんやというぐらい大胆な改革をしていかなければ、絶対にそこに行きつかないと

思うんですよ、本当に。入るお金は知れているし、なんぼ努力してもそのときの状況で変わって

くるので、使うお金はそこを整理していかなければ、バランスが崩れてくるのはもう誰が見ても、

町民が見てもわかることなんで、ここは本当しっかり職員の方にもただみんな、今課長の人たち

が、今事業仕分けをしてということで、大胆に改革をしていっているということなんですけれど

も、もう一段とここはしっかり頭に入れてやっていただきたいと思います。 

 それと、余り時間がなくなってきたんでもうそこで行かないんですけど、もう最後に、もうほ

かの質問はちょっと打ち切って。 

 きのう監査委員のほうからこの意見書の報告をしてもらったんですけども、３０ページのとこ

ろに、補助金の交付について、補助金の適正化に関するガイドライン等を早期に策定することを

求めるという意見書を入れたんですけど、そこ、ああ、このちょうど３０ページ。今ここにこの

日田のガイドラインがあるんですけど、このガイドラインの策定をぜひやっていただきたいと思

うんですけども、早急に。またさっきから出ているように、財政状況が厳しくなっていく中で補

助金の適正化に関するガイドライン、これの策定を早急にやっていただきたいと思うんですけど、
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町長、お考えを。ああ、財政課長。 

○議長（森  昭人君）  財政課長。 

○財政課長（白水 順一君）  補助金の問題は、今回やっております事務事業評価の中で、全部で

はないんですけど、一部、前もって見直しが必要な補助金がないかというところを、事務事業の

中でも事業として挙げております。最終的に、議員御心配いただいているとおり、今の財政状況

では町民の方に迷惑をかける補助金のカット等も考えていかなきゃならないんですけど、補助金

に関しましては実施、交付要綱というのがありまして、ガイドラインはなかなかその各補助金の

内容によって一律なというのは難しいというふうに考えているんですけれど、今回の行政改革の

中で補助金をもし見直すような形にいかなければならなければ、当然、ガイドラインの作成も必

要というふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  工藤健次君。 

○議員（１３番 工藤 健次君）  先程早急と言ったんですけど、早急にできなければこういう他

市町村の例があるので、これをしっかり研究、検討していただいて、できればこれをつくってお

いたほうが、いざとなったときにはこういう基準があれば、説明もつくし、そういうことができ

るので、ぜひこれは検討していただきたいと思います。 

 それでは、以上で私の質問を終わらせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（森  昭人君）  お諮りします。ここで、しばらく休憩をしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、しばらく休憩をいたします。 

 午後１時１０分から再開をいたします。 

午後０時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時09分再開 

○議長（森  昭人君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、衛藤清隆君。衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  ５番、衛藤清隆です。通告書に従いまして、一般質問を行います。 

 今回は、学校廃校後に伴う地域振興について、住民の声をもとに質問してまいります。 

 最初に、南端地区の町道の整備についてお伺いします。 
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 この道路の整備については、以前からお願いしている道路で、今学校廃校の学校施設の利活用

を地域発展のために、利活用を模索していく上で一番大事なのは道路だと思っております。住民

からも地域発展のために道路整備をしてほしいとの声が多くあります。 

 今、ホープ再生工場から目刈区に通じる町道です。今現在、地区民の生活道路として、また、

子供たちを送り迎えする通学道路として利用されています。今の道路は道幅が狭く、雪が降れば

通行できません。また、地震、災害等があれば、崖が崩壊する危険性の高い道路です。この問題

ある道路解消法として、同じ町道の一の坂目刈線の拡幅工事をしてはと思っておりますが、その

計画、考えはあるでしょうか。お聞きをいたします。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長、須藤淳司君。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  それでは、衛藤清隆議員の御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、ホープ再油から目刈へ通じる町道は２路線ございます。川沿いの町道が

滝ノ口目刈線と申しまして、現況としましては、急斜面が連続しているために拡幅するための事

業費が非常に高くなると考えております。 

 また、今議員が御説明がありました一の坂を経由して目刈公民館に抜ける町道目刈一の坂線に

つきましては、比較的平たんな道路であり、工事費につきましては川沿いを走る先ほどの町道の

拡幅よりも安く抑えられると考えております。 

 ただ安く抑えられるとしましても、現在、都市建設課のほうで補助事業として、社会資本整備

事業などによる国庫補助事業による改良を計画した場合は、現在の交通量に周辺の土地利用状況

及び接続する町道の幅員等の規制なり、制約がございます。その観点から見たときに、申請を仮

に行った場合でも、なかなか全国的な中で日出町の道路の採択が困難ではないかということのが

私たちの現在の考えでございます。その場合、町の単独の予算を使いまして拡幅を計画した場合

は、現在の舗装の改修に加えて、部分的な離合所の設置による通行の確保、そういったところに

限られるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  町単独ではなかなか難しいと思います。今、この道路もコミュニ

ティーバスの運行道路となっておって離合もできません。そのような道路でございます。 

 そこで、町長にお聞きいたします。 

 今回、内閣改造で地元別府市の国会議員が防衛大臣に就任をいたしました。この町道を十文字

原演習場周辺の道路整備事業として、また、災害などによる有事の際の避難誘導道路の整備とし

て要望していただければと思っています。今が絶好のチャンスだと考えますが、町長はどのよう

にお考えでしょうか。お聞きいたします。 
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○議長（森  昭人君）  町長、本田博文君。 

○町長（本田 博文君）  南端地域の道路というのは、重要な問題であるというふうに思っており

ます。ただいま防衛省関係の補助を受けて道路事業に取り組んだらどうかというお話かというふ

うに思います。 

 先ほど課長が国庫補助事業の話を申し上げましたけれども、現在の交通量とか土地の利用状況

から見て、採択される可能性は厳しいんじゃないかというお話だったと思うんですが、何の事業

でも効果が大きな問題となるんだろうというふうに思います。交通量と投資額の兼ね合い、それ

から、国庫、防衛の補助を行ったとしても裏負担がそれに見合うかどうか、そういったことを十

分考える必要があるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  なかなか難しいかもしれませんけれども、ぜひ周辺道路の整備と

いうことでお願いできればと思っております。 

 次に、道路関係ですけれども、県道別府山香線の道路関連についてお伺いをいたします。 

 今、別府山香線の県道で、一部拡幅工事が行われております。工事区間を過ぎてから速見イン

ターチェンジに通じる県道では、道路幅が狭い上に、道路の脇の木々が県道を塞いで大型車の通

行もできません。こんな状況では、先ほど申し上げましたとおり、学校施設の理解を模索してい

く上でも、道路整備がなければできないと思っております。このような今話したような現状の県

道は県内でも余りないんでないでしょうか。隣接する市の県道はよく整備されています。お聞き

しますが、今の現状を把握されていますか。今の現状管理を日出町は十分とお考えでしょうか。

お聞きをいたします。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えいたします。 

 現状の把握はということでございますが、把握はしております。近くに町道高平線という私ど

もの非常に重要な町道がございまして、県道からアフリカンサファリ、湯布院のほうに抜ける近

道として非常に利用が多いもんですから、夏場、それから冬場の、冬場は凍結、夏場につきまし

ては、やはり倒竹木なんかが非常に多いということでパトロールを強化しておりまして、その中

で先ほど議員が申されました県道別府山香線につきましても、高平、目刈地区に行く主要な道路

として私たちも通行しております。そのときに、やはり議員が申されました、特に、県道に出て

いる木等につきましては、非常に県道も両側ののり面から覆ってきていると、そういう状況につ

きましては、道路管理者としても把握しております。 

 また、日出町としても状況を十分ではなく、十分かという御質問ですが、十分ではないと思っ
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ております。それは、県道に限らず、きのうもきょうも御質問ありましたけど、日出町の町道に

ついても倒竹木、それにつきましては、すごく管理について非常に頭を悩ましております。特に、

通常の状況では通れるんですが、大雨のときなんかにつきましては、その重さで枝葉が折れてき

て、トレーラーとかの車体に当たって事故が起こるとか、そうことが多々話は聞いておりますの

で、このままの状況では十分ではないと考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  今このような状況、県道について、県に町にどのような対応をさ

れているんですか。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  それでは、お答えいたします。 

 １つ目としまして、先ほど議員が申されました通常の時間につきましては、その都度、特に梅

雨時期、それから冬時期につきましては、随時、県の、大分県のほうに私どものほうから連絡な

り、報告なりお願いをしております。 

 それと、あと議員が申されました県への要望につきましてなんですが、もう１つございまして、

２点、毎年、大分県のほうに要望書を提出しております。 

 その提出している内容と申しますのが、１つ目が、先ほど議員が言われた別府山香線の拡幅改

良についての要望でございます。 

 もう１つにつきましては、速見インターチェンジから日出ジャンクションの間でよく霧が発生

をいたします。そのときに通行どめになりますが、そうすると、別府湾ロイヤル前、別府湾の上

のホテル、国道１０号の交差点のほうにおりる車が頻繁に通行されることによって大渋滞を引き

起こすと。そういうことが毎年繰り返されているということを踏まえまして、議員が御指摘にな

った別府山香線と先ほど国道１０語から上る日出、県道日出山香線をバイパス的に結ぶ新設道路

をお願いしたいところで、毎年、県のほうに要望をしております。 

 要望といたしましては、その２件の県要望と、逐次、維持管理の要望をしておるところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  なぜ、この日出町の県道だけ管理されないのか。今別府土木所管

内で、道路整備予算は日出町に十分使われているのかどうかということを私は一番心配しており

ます。隣接する市の管轄の県道を見るたびにいつも思うわけでございます。この今の現状の何か

評価する対策とか、それはないでしょうか。ちょっとお聞きいたします。 
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○議長（森  昭人君）  都市建設課長。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  お答えいたします。 

 今議員が申されました対策は何かないかということなんですが、その前に、私どもが住民の方

の熱意を土木事務所のほうに伝えることがなかなかうまくできなくて大変御迷惑をかけておると

思いまして、私たちの力のなさも痛感しております。 

 それに、それとはまた別に、実際、維持管理で伐採するときは、県道ののり面は、当然、県の

ほうで責任を持ってするんですが、それ以外から、県道敷き以外の民有地から出ている支障木、

竹木につきましては、とりあえず私なんかもそうですが、所有者を確認させていただいて伐採を

お願いする。また、それで伐採が所有者ができないときに管理者のほうで対応すると、そういっ

た町道については行っておりますが、県のほうにつきましても同様ではないかと思います。その

中で、日出町都市建設課のほうでも、少しでもサポートできるところがあれば所有者の確認とか

一緒にお願いに行くとか、そういったまで少しでも伐採ができるような形をとれればと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  この区間の県道の管理が全てできて、全ての車が通行できれば、

学校、今後の学校施設の利活用にも役立つし、今霧がかけたときに起きる豊岡トンネル付近の大

停滞も少しは解消されると思いますので、強く要望をお願いいたします。 

 次に、地域を活性化するための振興策についてお聞きします。 

 つい先日にこのような対応の記事が新聞に載っておりました。「少子化と過疎高齢化は今に始

まった話ではない。地域にとって学校とは何か。子供たちの教育環境やふるさとをどうやって守

っていくか、地域づくりについて考えた。平成元年から平成３０年間、県内の公立小中学校は今

３割減っている。人口減少に伴い、若い人たちは便利な都市へと集まる。教育環境はその一因で

ある。地方創生とは、名前はいいが、実体質とはほぼ遠いのが現状だ。では、どうしたらいいの

か。その１つが、廃校活用だった。跡地をうまく利用することでにぎわいを復活させる。廃校は

終わりでなく、地域にとっては始まりである。都市との交流施設やベンチャー企業のサテライト

オフィス、定住促進の基地などできることは多い。令和の時代こそ地方を主役にしたい」という

ような記事がありましたが、まさにこのようにしたい気持ちです。 

 今議会で、南端幼小中学校廃校の議案が提出されていますが、私は、学校は地域の財産だと思

っています。この南端地区でも学校があったからこそ地区の発展があったと思っております。学

校が休校になって以来、地区の体育祭、ふるさとまつりと学校を主体としていた行事等が全てな

くなり、この祭りに帰ってきていた若い人や地区民の触れ合いの場がなくなりました。 
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 そこで、地区の活性化のための振興策としてどのようなことを考えていますか、お聞きいたし

ます。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長、木付達朗君。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  それでは、衛藤議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 南端地区の地域の活性化のための振興策はという御質問でございますけれども、集落の人口の

多い少ないにかかわらず、人口の５０％以上が６５歳以上である自治区等が小規模集落といわれ

ておりまして、本町においては７５行政区の中で６区がこれに該当します。また、南端地区では

高平、薄尾、今畑の３つの区が小規模集落に該当し、該当しない目刈、柏川においても高齢化率

については４０％を超えているのが現状となっております。町といたしても、南端地区を含む辺

地等における人口の増加及び地域活力の向上を図るために、辺地等における住宅の確保に必要な

経費について、日出町辺地等定住奨励補助金というものを交付しており、これまで４名の移住者

があったところでございます。 

 また、高齢者の交通手段の確保として、コミュニティーバスの運行やコープ大分との包括連携

協定による移動販売車による買い物弱者対策等を現在行っております。今後についてもこれで十

分とは考えておらず、さらなる地域活性化及び振興対策は非常に重要な課題であるというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  今後、先日受けました学校あり方委員会で出たアンケートをもと

に、学校の利活用を含めて活性化を図る考えもありますでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  では、お答えいたします。 

 今回の定例会にも廃止の条例案を提出をしておりますけれども、去る７月２９日の日に副町長、

教育長を含む関係７課でまず第１回目の調整会議を開催し、活用を含めた対策について、議論・

研究を既にスタートさせております。 

 今回、南端小中学校のあり方に関する提言の中でもいただきましたように、地元のニーズ等を

十分踏まえた上で、南端地区の実情に応じた利活用となるように取り組みたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  振興策の一つとして、地区民の高齢化が進んだ今、学校の利活用

で企業誘致に近づいて、地元の人、また町内の人の雇用をふやすための取り組みは何か考えてい

ますでしょうか。 
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○議長（森  昭人君）  商工観光課長、藤原寛君。 

○商工観光課長（藤原  寛君）  衛藤議員の御質問にお答えをいたします。 

 廃校利用で企業が進出したというケースにつきましては、２年前に近隣市町村で２件ございま

す。そういう事例を参考にしながら進めてまいりますけれども、その廃校活用については、これ

からいろんな検討がなされるんだと思っております。いずれにしても、地域のニーズ、特に、学

校あり方検討会、検討委員会の提言と、また、建物、学校の建物の特徴を生かしたことがマッチ

ングをしなければいけないと、そういうマッチングをして効果的、あるいは効率的な活用の中に

そういう企業の新たな誘致先として入るんであれば、担当課としての企業誘致のほうに力を入れ

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  ぜひお願いをいたしたいと思います。 

 私は振興策の一つとして、学校がなくなる今、この地に開校した帆足萬里先生の西崦精舎の復

元をと考えています。西崦精舎跡には基礎部分が残っていると聞いています。観光スポットにも

なると考えます。地区の活性化のための振興策として復元する考えはありますか。お聞きをいた

します。 

○議長（森  昭人君）  文化・スポーツ振興室長、岡野修二君。 

○文化・スポーツ振興室長（岡野 修二君）  衛藤清隆議員の質問にお答えいたします。 

 西崦精舎は、帆足萬里先生が１８４２年、目刈地区に開いた私塾でありまして、現在は塾舎な

どの建物は消失し、御涼石と呼び親しまれている巨岩と明治４５年に建立されました石碑が残さ

れている状況でございます。 

 昨年、宇佐市の賀来家から購入いたしました帆足萬里史料の中に門人の方が描いた西崦精舎図

がございます。御涼石や塾舎などが描かれており、遺跡として地中に埋蔵されている可能性が高

いのではないかと考えられます。 

 西崦精舎につきましては、萬里先生ゆかりの数少ない遺跡の一つであり、南端地区の歴史を象

徴する貴重な地域資源であると認識をしております。その復元につきましては、１つには、土地

につきまして、個人所有の土地であるという問題がございます。また、建物の復元につきまして

は、地域振興に当たっての町としての課題として、今後の検討課題とさせていただきたいと思っ

ております。 

 当課といたしましては、現在、取り組んでおります西崦精舎に関する史料の収集調査に加えま

して、埋蔵された遺跡の確認等を行っていきたいと、そのように考えているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  できれば振興策の一つとして、どうか復元をお願いしたいと思っ

ております。 

 次に、過疎化、高齢化対策について。 

 少子化と過疎高齢化は今始まった話ではありません。そして、この問題は町全体で一番の課題

だと思っておりますが、最初に、日出町の高齢化率について、お聞きをしたします。各地区の高

齢化率についてもお願いをしたします。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  それでは、御質問にお答えをさせていただきます。 

 町の高齢化率についての御質問でございます。 

 本年７月末の住民基本台帳上の数値について申し上げますと、７月末の町全体の高齢化率につ

いては２９.９１％という数字が出ております。全体人口２万８,４２５に対し、高齢者、６５歳

以上の人口が８,５０３人ということになって、町全体の数値については２９.９１という数字に

なっております。各地区別についてもっと詳しく申し上げますと、南端地区が５０.１８％、豊

岡地区が３１.６２％、日出地区が２４.６５％で、藤原が３１.４６、川崎については２６.７２、

大神については３５.３７という数値になっております。 

 日出町の人口ビジョンによりますと、２０４５年まではこの高齢化率という数値は上昇する見

通しとなっており、２０４５年には３２％まで達する見込みとなっております。 

 これについては、年少人口とか生産年齢人口の減少の中で、いかにバランスのとれた年齢構成

を維持できるかというところが鍵となってくるんではなかろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  この高齢化をとめることはできないと考えていますが、日出町が

この過疎化、高齢化対策に重点的に取り組んでいく施策は何かお考えでしょうか。お聞きをいた

します。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  それでは、御質問にお答えをいたします。 

 まず、過疎化対策といたしましては、企業誘致の推進、空き家バンクの充実、空き家を集落の

活性化の拠点として活用する、各種イベントの開催等が施策としては有効であると考えておりま

す。企業誘致により雇用が創出されるとともに、人や物の流れにより新たな産業が生まれ、集落

が活性化していきます。 

 また、過疎集落には空き家の発生が問題となっておりまして、空き家がふえると景観が悪くな
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り周囲に迷惑を及ぼす可能性もありますし、治安の悪化にもつながっていくと考えています。そ

のため、空き家バンク制度をさらに充実させて、空き家を集落の活性化に活用することも有効で

はないかと考えております。 

 また、地域資源等を活用したイベント等を開催することにより、ＰＲにより地域の知名度を上

げることも有効であると考えております。 

 次に、高齢者対策としましては、健康づくりの推進をさらに加速させて、介護予防の推進等、

高齢者福祉の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 また、老人クラブの活動促進等においても、地域福祉を充実させること、高齢者対策に結びつ

くものと考えております。いずれにいたしましても、過疎集落等の実態を把握した上で、高齢者

が安心して生活できる環境づくりに今後とも努めてまいりたいと考えております。 

 また、今後、少子高齢化・人口減少社会の本格的な到来により、行政だけで地域課題を解決し

ていくということは大変困難になってくると思われますので、地域との共創が課題解決において

重要となってまいります。 

 本年度策定いたしました行革プランに掲げております共創のまちづくりを実践することも過疎、

高齢化を考える上で大変重要であると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  今説明した施策の中で、高齢者に生きがいを与えられるような、

そのような取り組みを町として何か考えておりますか。 

○議長（森  昭人君）  健康増進課長、後藤英樹君。 

○健康増進課長（後藤 英樹君）  衛藤議員の御質問にお答えいたします。 

 高齢者の方々が生きがいを持って健康に生活できるよう、健康増進課では、健康寿命の延伸に

取り組んでおります。 

 具体的には、健康寿命日本一を目標に掲げる大分県と協力し、食事で使う塩の量を減らす節塩

の取り組みのほか、各自治公民館で行っている介護予防の体操やレクリエーションを毎週行う週

１回通いの場の立ち上げなどを通じて、高齢者の健康や生きがいづくりにつなげていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  これからもまだまだ高齢化が進んでいきますので、高齢者がいつ

までも元気で楽しく住み続けられるような新しい施策をお願いしたいと思います。 

 次に、水道料金一元化についてお聞きをいたします。 
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 この水道料金一元化については、平成２９年の３月議会で日出町水道事業と日出町簡易水道事

業の統合を図るため、日出町簡易水道事業を廃止するの条例改正がされておりますが、今でも一

部の関係住民からの反対意見を聞きます。条例改正されるまで関係地区で十分説明され、理解さ

れて条例改正に至ったと解釈をしておりますが、これについて、条例改正を出すまでの経過、ま

た、水道料金はどうなっていくのかをお聞きいたします。 

○議長（森  昭人君）  上下水道課長、岩尾修一君。 

○上下水道課長（岩尾 修一君）  衛藤議員の御質問にお答えいたします。 

 水道料金の一元化についてですが、南端・豊岡簡易水道事業につきましては、施設の老朽化や

埋設管の更新に係る工事費の増加に伴い事業の維持が困難であることから、平成２８年に上水道

事業との統合を行いました。 

 簡易水道事業として、耐震化や施設の長寿命化等の工事をやっていきますと、当時の試算で、

平均的な家庭の水道料金が上水道の料金より高くなることが見込まれ、このため上水道事業との

統合を行って財政基盤を強化し、安定した水の供給を目指してきたところであります。 

 統合に向けては、平成２６年度から２８年度まで地元説明会を行い、その中で水道料金につき

ましては急激な値上げとなることから、３年間据え置き、その後２年間の経過措置を設け、令和

２年度から基本料金、税抜きで５００円を８００円とし、最終的には令和４年度に統一すること

になっております。 

 料金の改定が来年４月に近づいてきましたので、該当する方々にチラシ等を配布し、周知をし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  これは条例改正をされていますが、まだ施行されるまで十分理解

されるよう説明していただき、これからの上水道事業として安定した安全な水の供給をお願いし

たいと思います。 

 次に、２０１２年より行われている日米共同訓練についてお伺いいたします。 

 私の地元でも関係するこの日米共同訓練は、年々大規模にされるようになり、昨年度は、日出

生台演習場と十文字原演習場で一番事故の多い、危険といわれる米軍輸送機オフプレイが来て、

空中機動を含む機能別訓練が行われる予定でしたが、１日目は予定どおり訓練が行われ、２日目

には十文字原演習場上空での訓練の予定でしたが、雨で中止になり、十文字原演習場周辺の住民

はほっとしたところです。今年度も実施されればオスプレイ参加もあると思っていますが、昨年、

オスプレイ訓練の参加を受けて、県で訓練内容についての説明会があったと聞いておりますが、

そのとき日出町はどのような対応をとったのかお聞きをいたします。 
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○議長（森  昭人君）  危機管理室長、藤本周司君。 

○総務課参事兼危機管理室長（藤本 周司君）  衛藤議員の御質問にお答えをいたします。 

 オスプレイ参加の訓練による昨年度の日出町の対応についてですが、県での説明会の後、日出

町日米共同訓練対策本部を平成３０年１１月２０日に設置し、住民説明会を１１月３０日に行っ

ております。 

 説明会の中で騒音測定の要望がございましたので、３日間実施いたしました。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  県であった説明会には町長は出席されたと聞いております。町長、

日出町、どのような対応だったんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  昨年の日米共同訓練については、１１月１９日に県庁で、九州防衛局、

それから陸上自衛隊が来て、知事、副知事初めとして関係市町長が出席する中で説明を受けまし

た。そこの中で、知事もおっしゃっておられましたけれども、単純に了解というわけにはいかな

いということを申しておりましたけれども、全市町長ともそういった考えでございました。そう

いったことから、訓練の翌日に日出町では、日米共同訓練の本部会議を開催をいたしまして対策

本部を設置したところでございます。以後、先ほど室長が申し上げたとおりですけれども、昨年

は訓練が１２月に行われたということで、ことしも１２月が近づいてきておりますので、状況に

注視、あるいは情報収集に努めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  さっき日出町の関係者への説明会をしたということがありました

が、ここの地元での説明会も開催しましたか。地元ちゅうのは関係周辺の。 

○議長（森  昭人君）  危機管理室長。 

○総務課参事兼危機管理室長（藤本 周司君）  ほかの市町村ということじゃなくてですか。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  いや。いいですか。 

○議長（森  昭人君）  どうぞ。衛藤君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  私、南端の今十文字原の周辺の地元。 

○総務課参事兼危機管理室長（藤本 周司君）  周辺の地元。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  地区間かどっかでしたんですね。そのまた関係、近いところで、

一番関係するところでも開催されたんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  危機管理室長。 
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○総務課参事兼危機管理室長（藤本 周司君）  住民説明会は、南端地区公民館１回だけしか開催

をしておりません。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  今回、ことしもまたあると思いますんで、また周辺の住民にも十

分説明していただきたいと思っております。 

 この日米共同訓練以外にも、ほぼ毎日、十文字原演習場内では射撃訓練が行われております。

演習場には、場内には立ち入らないでくださいとの回覧がいつも来ますが、私たちのため池が演

習場内にあり、ゲートを開けて中に入り、池の土手に、また水の出しとめの管理をしています。

また、共同訓練時には夜遅くまでヘリコプターの騒音に悩まされています。 

 このような状況の中で、日米共同訓練も含めてこの周辺部の住民の安全安心をどのように確保

していくのか、お聞きをいたします。 

○議長（森  昭人君）  危機管理室長。 

○総務課参事兼危機管理室長（藤本 周司君）  日出町としましては、大分県が、やはりもう日米

の訓練を請け負いはできないというスタンスでありますので、それと同調していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  衛藤清隆君。 

○議員（５番 衛藤 清隆君）  この訓練をされる中で想定外というようなことのない対応をお願

いして、私の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（森  昭人君）  ４番、川辺由美子君。川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  ４番、日本共産党の川辺由美子です。 

 はじめに、藤原城山に建設予定のメガソーラーについてお尋ねしたいと思います。 

 ８月２８日付の合同新聞に掲載されましたので、広く住民にも知るところとなりました。この

予定地は６年前にも、一度、メガソーラーの建設計画が持ち上がり、そのときも土石流災害危険

地域であることから、反対書面とともに日出町長、日出町議会に反対の陳情が出されております。

そのとき、議会においても全会一致で建設反対の可決をした経緯があります。そのときの議会運

営委員長の決意表明、ここにあるんですが、それを読んで本当にすばらしいなと感動いたしまし

た。ここで読みたいところですが、たくさん質問をしたいと思いますので、もうここでは読みま

せん。 

 その後、２０１７年になり、次に買い受けた株式会社パワーマックスが開発事業に乗り出し、

測量や住民宅の訪問活動を活発化させてまいりました。 
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 そこで、藤原西部の地区では、大分県防災マップで図示されている金井田川源流の土石流危険

地域、急傾斜地域を含むことから、それから、金井田川の農業用水であること、そして、大分県

の絶滅危惧種のおそれのある野生生物が生息していることなどから、住民９割以上に当たる

２２０名の署名を添えて、添えた嘆願書を８月８日に大分県知事宛て、林務管理課に提出してい

るところです。 

 このような経緯を踏まえ、日出町としてはどのようにお考えか聞かせていただきたいと思いま

す。本日はたくさんの住民の方々も傍聴に来てくださっております。私も住民の皆さんの気持ち

を十分伝えられるかとても緊張しておりますが、頑張りたいと思います。どうか丁寧な回答をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長、木付達朗君。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  それでは、川辺議員の御質問にお答えをいたします。 

 建設反対の陳情及び嘆願書をどう捉えていますかという趣旨だろうと思います。 

 藤原西部地区の太陽光発電の事業計画については、先ども議員言われましたとおり、平成

２５年７月４日にまず第１回目の近隣住民への事業説明会が実施されております。同月の１８日

にその説明会を受けまして、町に対し、建設反対の要望書が提出されております。お話にもあり

ましたように、議会に対しても同年９月の第３回の定例会において反対の陳情書が提出されてお

り、建設反対に関する決議がされております。その後、事業者の権利譲渡が行われた後、平成

３０年１０月に再度、まちに対し地元西部地区より建設反対の２回目の嘆願書が提出されました。

なお、議員の御指摘にあります８月８日の県知事宛ての嘆願書については、嘆願書そのものをう

ちは入手しておりません。県の所管事務のために、ここでの直接的な発言は控えさせていただき

たいと思います。 

 これらの地元の意向をどのように考えていますという御質問ですが、西部地区の方の建設反対

の意思は我々としても十分承知をしているところでございます。町の指導要綱第８条には、事業

者は、設置事業について、近隣関係者の理解を得るよう努めることと定めております。 

 よって、現段階では、地元近隣関係者の十分な理解が得られているとは言いがたい。そのため

に、事業者に対し、引き続き近隣関係者の理解が得られるよう、十分な説明と対応を促していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  まだ近隣関係者の理解が得られていないので業者に対してはそれ

を促していくということの回答ですが、県のほうで聞いた話ですが、林地開発許可基準というも

のがあって、そして、その中には４項目の基準があるということをお聞きしています。ちょっと
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伺っているんですが、その中に、一つ、災害の発生させるおそれがないこと、一つ、水害を発生

させるおそれがないこと、一つ、水質、水道に影響を与え、水の確保に著しい支障を及ぼすおそ

れがないこと、一つ、周辺地域の環境を著しく悪化させるおそれがないこと、この４つの点をク

リアすれば、許可をせざるを得ないというふうに書いておりましたが、これは本当でしょうか。 

○議長（森  昭人君）  農林水産課長、河野一利君。 

○農林水産課長（河野 一利君）  議員の御質問にお答えいたします。 

 林地開発の窓口は、農林水産課が県のほうとやっておりますので、こちらのほうで答えさせて

いただきます。 

 林地開発の４要件につきましては、県の担当のほうと私どもも確認をいたしました。４要件を

クリアすれば、県とすると許可を出す方向に行くということでお話を聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  やはりこれに問題、これはあくまでも図面上ですよね。図面上で

クリアすれば、許可しなければならないと理解してよいんですか。 

○議長（森  昭人君）  農林水産課長。 

○農林水産課長（河野 一利君）  この４要件の判断におきましては、振興局が今窓口になってお

りますので、そちらのほうが最終的には確認しまして県のほうに出すという形になろうかと思い

ます。図面だけでやるのかどうかにつきましては、振興局のほうに確認をしなければ、私のほう

での即答というのはできないというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  お答えします。 

 今、農林水産課課長の答弁にちょっと補足を行いますと、あくまで、林地開発の許認可につい

ては県の所管事務ということでありまして、直接的に町が独行、その段階で許可をすると、遺憾

なく許可をするというような権限を持っておりません。 

 したがいまして、今４つの基準に該当して、県の審議会にかけて県の判断で許可を出すという

ところは、十分ちょっとその辺を考慮していただかないと、その立場上、町がどこまでかという

ところ等について申し上げますと、県の許認可というところは必須となってまいりますので、そ

の辺はお間違いのないように補足しておきます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  先ほど課長さんがおっしゃっていたように、近隣関係者の理解を

務められない今状況になっております。あくまで、その業者に対しては、理解をしてもらうまで
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はゴーサインを出さないというお気持ちですか。済いません。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  あくまで、これも先ほど申し上げたように、町としてはそうい

う判断をしづらいところでございますが、県の担当者から電話等によって事務の連絡等を行って

いる中で、現段階では、地元同意を得られるように、理解を得られるように、県も努めていくと

いうようなやりとりはしておりますけれども、それがあくまでも判断すればもう県というところ

で、私が個人で申し上げることはちょっと慎みたいと思います。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  ということは、町には権限がないということでよろしいんでしょ

うか。はい。 

 今も、先ほども近隣住民という言葉が出たんですけれども、よく文書の中にも、周辺地域、近

隣住民、隣接住民の語彙とか、そういう言葉が出るんです。さっきオスプレイのときにも出たん

ですけれども、この定義がありましたら教えてください。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  それでは、お答えいたします。 

 隣接住民、通告書にありますように、近隣住民、地元住民などの定義についての御質問でござ

いますけれども、関係するそれぞれの条例個別法において定義づけされているものもあるかもし

れませんけれども、町の指導要綱では、近隣関係者とはという、近隣関係者というところの定義

を設けております。読み上げますと、「設置場所が所在する区域内に居住する者及び当該設置事

業による自然及び生活環境の改変の影響を受けるおそれがある設置場所の周辺に居住する者等を

いう」と、定義づけしておるところです。 

 これを具体的に申し上げますと、西部地区に居住する方、農地を含む土地所有者、土地利用者、

ため池や農業用水路の水利関係者等がこれに含まれておるものと解しております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  そうですね。多分そういうことだろうと思うんですけれども、こ

の前の第２回の地元説明会の折に、２回目の西部のそこの説明会の司会の方が、西部の隣接地区

以外の人は退去、それに出てくださいという退去の命令を出しておりました。どこからどこまで

を広げるのがよいのか、その規模とか内容にもよりますけれども、土石流が起これば、西部地区

だけにとどまるのはないと思うんです。なので、そこのところは、業者に対してどのよう、それ

は指導をそんなんでは、そういうふうな命令、退去の命令はふさわしくないとか、そういう指導

はされたんでしょうか。 
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○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  事業者主催の地元説明会、これまで２回開催されております。

私と都市建設課長も説明会にそれぞれの行政関係者として立ち会ったところです。 

 その２回の説明会の中で、あくまで、これ事業者主催の説明会でございますので、行政がその

ことに対してどうというところの不当な介入は控えたいと考えておりますけれども、説明会をす

る上で広く議会が求めるような説明会をしてくださいと。１回目、じゃあ、事業説明会を終えた

後、「まだこれは十分ではないんではないですか」というところの口頭での行政指導は行ってお

ります。地区を限定して、それらの人を排除するといったところの趣旨のことを今議員おっしゃ

いましたけども、これについても、もっと金井田川流域の関係者を理解を得るために広くエリア

を広げてはどうですかという話も事業者に対しては働きかけをして、行政、市の助言を行ってき

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  指導していただいたということはありがとうございます。 

 そうですね。日出の山々をずっともう見渡すに、もう本当にメガソーラーだらけになっており

ます。そして、このように工事が始まってしまってから、やっと住民、そこに日出町の人たちは

驚くわけです。えー、こんなことになっているんだと。こども議会でも不安を質問されておりま

したが、いろんな方たちに会って話をするたびに、「こげんなって大丈夫なんかい。怖えな」と、

言われます。「よかったな」と言う人なんか、私は一人もお会いしておりません。こんな日出町

に住みたい、帰りたいと思うでしょうか。水も海も緑も豊かなことが自慢だった日出の住民の財

産の値打ち、どんどんさがっているように思います。影響はごくごく近隣のそういった方々だけ

のものでしょうか。いつも繰り返されて、延々と繰り返されてきました。一握りの人や地区が業

者に特別に優遇してもらい、そのことを町も地域の人に推し進め、その結果、合意してもらって

きました。そんな繰り返しの結果が、日出の山々３００ヘクタール以上の広大な土地にメガソー

ラーを生んでしまった悲しい現状が今あるのではないでしょうか。もういい加減に、ＮＯの意思

を示しませんかと私は思ってしまいます。 

 臼杵の風力発電計画の説明会では、業者との説明会の案内に市報でこういうふう、ちょっとこ

れコピーしてきたんですけれども、こういうふうに市報で、全市民に知らせております。わずか

な隣接地域の人たちのこれは問題ではないと思うんです。そのような呼びかけに対して、日出町

としてはどういうお考えでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  町の指導要綱の中についてでございます。 
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 指導要綱については、過去の定例会等で答弁させていただいておるとおり、現在、規制するも

のではなく、事業計画が出されて、その計画が適切に事業が行われて、それを適正な事業を誘導

するというような目的で事業者に対して指導、助言を行うというような指導要綱の内容でござい

ます。そういう一般事業者が行う説明会を広く呼びかけられるかというところでございますけれ

ども、これについての資源エネルギー庁が作成しております事業計画策定ガイドラインの中では、

事業者の責務として位置づけられております。事業者の責任において合意形成を図るというとこ

ろもございますので、今のところ、口頭で説明会を啓発していくということは、現在のところ、

まだ実施しておりませんし、今後も考えておりません。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  考えていないということの返答だったんですけれども、本当にこ

れ一握りのその隣接の人たちの地域のことではないと思うんですね。やはり、住民にも、今反対

しているものがどうこうというわけじゃなくて、やはり日出町全部の影響があるということを考

えて、そこの住民だけに今までずっと永遠と続けられてきた本当にそこの地域だけの人たちに意

見を聞いて、そして、いろいろと内情を話を聞きましたら、いろんなお金、公民館の建てかえ、

そういうふうなのにお金をいただいて、ああ、それだったら仕方がない、そこに住んでいる人た

ちは苦渋の選択で合意してきたと思うんです。こういう流れというものは、住民の人たちのそれ

ぞれのいろんな思惑まで生んだりして、本当によくないことじゃないかなと思っています。その

ことについてどうこうということは言えませんけれども、こんなことを続けていていいのでしょ

うかと私は思ってしまいます。 

 よく業者の皆さんは、設計図では３０年間の災害を想定した対応になっているから大丈夫だと

いう説明がよくどこでもあります。でも、ここ最近、今までにないような災害が頻繁に発生して

いますし、また、地震の危険も年々高まっています。そんな中、先ほど読み上げたような許可基

準では、到底、住民の不安は拭えるものではないと思います。だからこそ、住民たちが反対して

いるのだと思います。 

 そこで、通告書に書いております事故や災害が起こったとき、また起こらないようにするため

には町としてはどのような対策をとっていただけるのか、順番にお尋ねしたいと思いますので、

具体的に教えてください。 

 まず、水害、土砂汚泥流出、パネル落下、パネル飛来破損、水没、感電事故、これは本当に日

本中で起こっていることです。ついての事前の対策と事故後の対策について、お尋ねしたいと思

います。お願いします。 

○議長（森  昭人君）  危機管理室長、藤本周司君。 

○総務課参事兼危機管理室長（藤本 周司君）  それでは、御質問にお答えをいたします。 



- 158 - 

 通告書にございますように、事業計画地の一部が土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域

に含まれております。町民の方々のお気持ちは嘆願書や報道で認識をしております。 

 仮に、現実に建設された場合、日出町としては、知り得た情報及び状況に対して、各課で適切

に対応していきたいと思います。 

 防災の担当としては、ソフト面になりますが、現実になった場合の土砂汚泥の流出、災害につ

いては、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知と景観避難体制の整備といった対策を

した上で、状況に応じて非難に関する情報を伝達をしていきたいと思います。 

 また、現時点では、災害等を未然に防ぐことが最善の対応策であると考えておりますので、先

ほど来、政策推進課長の答弁にありましたように、指導要綱に基づきまして、提出された事業計

画書に対して助言または指導を行っているというところであります。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  いいかな。いいですか。政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  補足させていただきますと、今、危機管理室長が申したとおり、

議員さんの、恐らく、事故が起きてからの町の対応ということをでございますけれども、これに

ついて、個別に指導要綱の中等において、太陽光発電事業の予期せぬ事故等の対応というところ

の基準等は、現在のところ、まだ設けておりません。地域防災計画の中の各種災害においての対

応方針になろうかと考えております。現在、町の指導要綱については、こういった事故が起きて

からの対応よりも、指導、助言によって事故を起こらないように未然に防止するというところの

ほうにウエイトを置いて考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  でも、日本各地でいろんなこういう事故が起こっています。起こ

らないように指導するということなんですけれども、一番住民がやはり心配しているのは、事故

が起こったときどうなるんやろうということじゃないかと思います。よくね、事業者の人たちは

とか、今より安全になるんだという。この前もちゃんと金井田川のところのあれをきちんとする

から、工事をするから、今よりも安全になるんだというふうなお話だったように思うんですけれ

ども、長い年月かけて形成された地形が小さいところでちょこちょこ土砂落ちてくると、落石し

てくるということはあるかもしれませんけども、人が手を入れて、木を切り、そこの地面を剥ぎ

取り、移動させたりすることによって、本当に軟弱になるんではないかと思えて仕方がありませ

ん。だから、これ事故が起こらないように一生懸命指導すると言っても、そこのところがやはり

心配が残るんではないかと思うんですが。本当にこの事故が起こったとき、こういうふうな事故

が起こったとき、いや、町が全面的に責任を持ちますよというふうな回答を得られると少し安心
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するんですが、やはり今までのいろんな汚染問題なんかのもう訴訟なんか見ていたら、本当にな

かなかきちんとできていなかったという今までの歴史がありますので、やはりここが一番心配な

ところではないかと思います。 

 次に行きます。まだたくさんありますので。 

 今尋ねた業者さん、今までに尋ねた業者さんは、皆さんね、除草剤じゃなくて地域雇用で草刈

りをすると答えております。ここだけじゃありません。それが守られているのかどうかちょっと

心配になります。水質土壌汚染、海、河川の汚染についてはどうでしょう。定期的な周辺の土壌

水質検査や立入検査等、どういうふうになっておりますか。よろしくお願いします。 

○議長（森  昭人君）  どっちがいいかな。どっちがする。生活環境課長、梶原新三君。 

○生活環境課長（梶原 新三君）  今の議員がおっしゃったような公害に関しましては、日出町の

ほうでも環境保全条例というのがございます。その中で、公害等発生するようなことがありまし

たら、立入調査等を進めていくつもりでございます。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  何かあったときに対応するということなんですか。定期的な周辺

の土壌の水質検査とか立入検査とかはできないんでしょうか。していないんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  生活環境課長。 

○生活環境課長（梶原 新三君）  現状ではしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  この問題は、本当に何かが起こっても因果関係を証明するという

ことが本当に難しいものになります。だから、そういうところでもやはり心配な部分です。 

 次、生息地を終われた、広大な土地を奪われて野生動物が農作物の被害ということもよく聞き

ますが、どうですか。そのことについてお尋ねします。 

○議長（森  昭人君）  どなたか答弁してください。農林水産課長。 

○農林水産課長（河野 一利君）  大変済いません。農作物の被害でございますが、当農林水産課

としましては、鳥獣害被害の防止に補助等を出しながら、今やっているところでございます。こ

ういった事業を展開した中で、鳥獣害、失礼、動物等が農作物のほうの被害に達した場合、その

都度、対応していかなきゃならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  はい、じゃあ、その都度、これは対応してくださるということで
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すね。 

 ここ近年で、倒産が相次いでおります。２００６年から２０１８年までの倒産件数は４０２件、

３年前から急激に増加していて、昨年が３倍の９６件あったと聞いております。そのために、転

売も増加していますし、業者の名前もコロコロ変わっているといいます。 

 まだ、現在は、売電価格が４０円代なのにこのような状況です。これから低くなってくるとも

っとそういうことが心配です。 

 そこでお聞きします。転売の報告義務はどうですか。役場はきちんと把握できるのでしょうか。

そして、転売後も次の業者に契約を交わし場合は、きちんと引き継ぎができるのでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  平成２５年に設置要綱、指導要綱を制定しまして、二十数件の

５千平米以上の大型の事案が計画されて実施されています。現在までのところ、日出町において

は事業計画を提出された後、権利譲渡が行われたような事業者については、該当事業者、１件も

ございません。 

 仮に、権利譲渡が行われた、供用開始中に、権利譲渡が行われた場合についても、当然ながら、

譲渡先が事業者の責任もいろんな対策も含めて国の認定を当然引き継いで、責任も当然引き継ぐ

というふうに考えております。事業譲渡については。 

 それと、先ほどの補足になるんですけれども、町がいろんな部分で調査はできるかという質問

については、一応、指導要綱上で立入調査の規定がございます。これについても、規定はあるん

ですけれども、一応、私有地というところ、個人の土地ですので、もし検査等調査に入る場合に

ついては、事業者の承諾を得れば調査が入るというふうに規定しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  当然、承諾がなければ、立入検査もできないということになりま

すね。その周辺の汚染土が流れていたりという周辺の検査とか、今もうたくさんの立っています

けれども、その周辺の土壌検査とか水質検査というのは、町が今もうやっているんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  生活環境課長。 

○生活環境課長（梶原 新三君）  先ほども申しましたように、現状では検査等を行っておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  やっていないということなんですが、やはりこれからいろんな問
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題が起きてくると思いますので、やはりこれからは町のほうで定期的に検査をするとか、そうい

うのもぜひともやっていただけたらと思います。 

 それから、調べていましたら、立て逃げの実態というものも見えてきました。本当にパネル業

者とか工事業者は、工事さえ始まればもうかるという仕組みなっているそうです。なので、早く

したい、早くさせたいというふうな思いがどんどん今の業者を見ていましたら、慌てている様子

が大変見えてきます。本当にこういうことを見ていると、とてもじゃないですけど、やはり住民

の人たちが不安を持って反対するのは、当たり前じゃないかなと思ってしまいます。 

 さて、このたび西部地区より出された嘆願書が審査会に上げられることを願っているんですが、

日程等はわかりますでしょうか。もう決まりましたでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  県の審議会の日程等については、詳細の連絡等は受けておりま

せん。一応、調べてみますと、定例開催じゃなくて不定期開催というところで審議会を開く日程

になっておりますので、詳細についてはまだ存じておりません。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  まだ決まっていないということは、決まったら町のほうに連絡が

あるんですか。それも。 

○議長（森  昭人君）  農林水産課長。 

○農林水産課長（河野 一利君）  先ほどの御質問なんですが、輪伐の関する経過の話でよろしい

でしょうか。 

○議員（４番 川辺由美子君）  はい。そうです。 

○農林水産課長（河野 一利君）  輪伐につきましては、流れにつきましては、今、県のほうに申

請を出しておる段階です。この後、今回、この対象面積が１０ヘクを超えるということでありま

すので、森林協議会というところに答申をすると、諮問して答申をされると。その後、許可にな

る、不許可になるかという形になるというふうにお聞きしております。 

 その後、もし許可が出た場合は、そのまま事業が流れていきまして、最終的には完了した後に、

県のほうが、事業が完了した後、完了した後は県のほうが確認に行くという林地開発の流れにな

っております。 

 今の議員の御質問と、若干、すれ違うかもしれませんけれども、流れ的にはそういった形にな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 
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○議員（４番 川辺由美子君）  ということは、もう県の許可は答申、協議会で答申するというこ

とが今決まって、そのときには、じゃあ、審査会のほうから環境評価準備書というものを提出を

求められると思うんですが、それはそれでよろしいんですかね。町に対する意見書を求められる、

その回答を求められるというのがあると聞いたんですが、それでよろしいんですかね。 

○議長（森  昭人君）  農林水産課長。 

○農林水産課長（河野 一利君）  大変済いません。町のほうのは意見を求められる場につきまし

ては、この答申を受けた後に、町のほうに意見書を求められるということで、最終的にはそれも

踏まえて、全て県のほうで確認をするということでございます。 

 今の流れ的には、町のほうに開発に関する意見の照会がまだ届いておりませんので、何とも言

えないんですけれども、県のほうからそういった照会があれば、町の意見をまとめて向こうのほ

うに意見照会を出すという流れになります。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  政策推進課長。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  私のほうがちょっと補足をさせていただきますと、議員、今御

質問が環境評価整備書に関することでございました。この辺については、まだ県のほうにこの環

境アセスの分で申請そのものがまだなされておりませんので、町に対しての意見書というところ

は、町としては今、今の段階ではお答えできないと。県にアセスの条例に基づいて申請がなされ

ていない時点でこの分については、ちょっと意見書の件については答えられないということでご

ざいます。今、農林水産課長が回答したものは、この林地開発の手続上の意見書に関しての答弁

でございますので、その辺お間違いのないようにお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  どっちがどう違うんですか。森林協議会が意見書の提出を日出町に求め

るんですか。環境アセスとどう違う。わかりやすく説明してください。 

○政策推進課長（木付 達朗君）  環境アセスの問題、環境アセスの基準書による意見書について

は、環境面に即して、太陽光も、太陽光はこの規定から従来外れておったんですけれども、平成

３０年１月だったと思います。県が条例を改正して、２０ヘクタール以上の太陽光の自由契約に

ついては、アセスの届け出の義務づけを行ったところです。 

 この義務づけについても、条例が施行されるときに適用除外という項目の中で、過去に事業計

画が認定された分については、強制的に届け出の義務を課すものではなくて、経過措置の中で努

力義務の規定という内容になっているようです。条例を見ると。その分については、事業者のほ

うが県のほうにそのアセスの届け出、許可の申請はまだ行っていないということです。その中で、

町の、届け出がなされて町に対して最終段階で意見書を求められるということになりますので、
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その辺については、今、届け、県に申請が出ていない中で我々が答弁することはちょっと控えた

いということです。 

 審議会とか、農林水産課長がもともと答弁したものは森林法に基づく、順序に基づく県の許認

可における県の審議会、協議会ですか、についての答弁ですので、その辺二本立てがあることを

ちょっと理解をしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  二合わせのところから、そういうふうな二本立てでやっていると

いうことなんですが、審議会で話が出されると思うんですけど、これについてはわからないんで

すけれども、その審議会で話し合われたその許可が出たとか出ないとかそういう結果の通知は、

住民とか日出町にはどういう形で来るんですか。 

○議長（森  昭人君）  農林水産課長。 

○農林水産課長（河野 一利君）  お答えいたします。 

 林地開発の関係の森林協議会というのを、諮問答申の結果等につきましては、直接、関係市町

村には出さないということで、市町村等には通知は出さないということになっております。本課

の県のほうに確認したところ、県のホームページの中で、この森林協議会の話した内容を公表す

るということになっているようでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  ということは、県のホームページを見れば、見らないとわからな

い。でも、このホームページはすぐ出るんですかね。結果、もう１カ月先に出るとかそういうわ

けではなくて、ホームページなのですぐ結果は、確認はできるんですかね。 

○議長（森  昭人君）  農林水産課長。 

○農林水産課長（河野 一利君）  地域的なものに関しまして、まだちょっと県のほうにはそこま

で確認はしておりませんので、今ちょっと即答はできませんが、また確認をしておきたいとは思

います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  いろいろちょっと質問を、本当に答えにくい質問をして大変申し

わけありません。 

 最後に、このことについて、町長さん、今回の西部地区の反対を受けて、反対署名嘆願書が出

ているんですが、それについて見解をお願いしてもよろしいですか。 
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○議長（森  昭人君）  ３番目の質問ということでいいんですか。 

○議員（４番 川辺由美子君）  はい。 

○議長（森  昭人君）  準備書に対する意見について、どのように回答されましたか。この問題

について、町長としてと。この質問でいいんですか。 

○議員（４番 川辺由美子君）  ああ。 

○議長（森  昭人君）  通告の質問でいいんですか。 

○議員（４番 川辺由美子君）  向こうから、県のほうから今来ていないのでたぶん、それは言え

ないと思うので、今の時点での町長さんのお考えをお聞きします。 

○議長（森  昭人君）  町長、本田博文君。 

○町長（本田 博文君）  この問題、全般を通してどう考えるかという御質問だと受けとめて、回

答を申し上げます。 

 この件については、これまで２つの事業者が事業を計画して、地元の皆さんに説明をしてこら

れました。いずれの事業者に対しても地元の皆さんが建設反対を表明したということは、当該場

所に太陽光発電施設を設置することにより発生する可能性のある諸問題に皆さんが不安を持って

いるということだと思っておりますし、規模が大きい事業ですので、そのことは一定の理解はで

きます。 

 一般質問通告書の中で、懸念事項御指摘をいただいておりますけれども、この中で水害、ある

いは土砂災害に関するものについては、林地開発許可の審査の中で検討されて、対応事業者に掲

示されるものというふうに思っております。また、そのほかの事項につきましては、事業者のほ

うで善処できる内容であるというふうに見守っております。 

 私としては、この事業は、地域に施設を設置して行うものでございますから、地域との関係は

避けられないものでありますので、事業者には、地域の皆さんが納得するように丁寧な説明をお

願いをしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  私は、太陽光発電全てが悪いと言っているわけではありません。

あんなに木を切り倒して自然破壊してまでメガソーラーを推進していくことにストップをかけた

いんです。私が今こうして立っているのも、６２７人の方々が私を支持してくださったからです。

きっとそのほとんどの方たちは同じ気持ちじゃないかと思っています。これからもそんな方たち

の気持ちを大切にしていきたい、そう思っています。町長さんを支持している人たちもきっと、

もういいんじゃないと思っている人が多いではないでしょうか。目の前の財政も大事ですが、

２０年、３０年後、私はもうこの世にはいませんが、ここにいらっしゃる課長さん、町長さんも
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この席にはいらっしゃらないと思います。この席に座っているであろう次の世代の人たちに、人

たち、かわいい部下たちに、この負の遺産を残してよいものであろうかと私は疑問に感じます。

もう私たち住民、後ろに皆さん来てくださっている住民は、役場の人、そして、町長さんしか頼

る人はおりません。どうか事業者側の立場に立つんでなく、最後まで住民の立場に立った判断を

していただけることを切に願って、最後の質問に移ります。 

 近くに住んでいる方々から、遊歩道が剥がれて、穴が開いていて危ないという話を聞きました。 

 そこで、私もずっと歩いてみたんですが、本当に海風に当たりながらあそこを歩くの、本当に

気持ちがいいです。そして、歩いてみて、いろんなことに気づきました。あそこの遊歩道はいつ

も中学生や小学生がランニングコースとして使っております。以前に、赤い砂を吹きつけて、接

着剤で固めて、本当にできたときはとても格好よかった、素敵だったんだろうなと思いますが、

潮水、潮風にさらされて、随分、剥げて、穴も大分開いておりましたし、それから、あそこに水

路があるんですが、そこの水路にも赤い砂が詰まった状態になっております。やはりメンテナス

が大変だろうなと思います。どうか補修のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

 歩いてみてトイレにも入ったんですけれども、洋式トイレがとても狭くて、私みたいなちっち

ゃい人間でもドアを閉めるともう身動きがとれなくて、どうやって脱いだらいいんだということ

をとても悩んで、横に座りながらしたんですけれども。そういうことで、ちょっとあれでは用を

足せないんではないかなと思いますので、そこもよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、運動器具がずっと並んでいるんですけれども、その横に看板みたいなんが立ってい

ますが、真っ白で何を書いていたのかわからないんですが、よく見ると、どうも使い方、運動用

具の使い方の説明を書いていたんではないかと思います。そこのところのもよろしくお願いした

いと思います。 

 できた当時は、松の苗を植えていて、小さいので密集して植えていたと思うんですが、今はも

う本当にすごいことになっております。そこもきちんとしていただけると思いますので、どうか

メンテナンスのほう、回ってみてよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（森  昭人君）  都市建設課長、須藤淳司君。 

○都市建設課長（須藤 淳司君）  それでは、川辺由美子議員の御質問にお答えいたします。 

 遊歩道の破損、特に穴の開いた箇所の補修等についてということでございますが、城下海岸の

遊歩道は、城下公園から島山公園までの約２.４キロメートルを、平成２年度から平成１３年度

にかけて整備したものでございます。 

 今議員が申されました箇所につきましては、基本的には車が中に入れないという状況になって

いると思いますが、その歩道部分につきまして、一部豆砂利の舗装がされておりました。現在も

されておるんですが、当時の舗装の表層部分の豆砂利が、現在剥がれ落ちているところが多くな
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っており、舗装のある所とない所と見栄えが悪い状態であります。完成以来、元どおりに復旧す

ることはせず、定期的に剥がれ落ちた豆砂利については、改修しながら維持管理に努めていると

ころでございます。実際、海岸、今、豆砂利が敷いている所につきましては、大分県の海岸の敷

地の上を利用させていただいていると。兼用させていただいていると御理解いただければと思い

ます。今後の管理につきましても、大分県と協議をしながら、できれば、もう残っている表層部

分の豆砂利を全て剥ぎ取る方向で行っていきたいと考えております。ただ、県の施設なものです

から、機械等が入ってできるかどうかはわかりませんが、少しでも段差のないような遊歩道にし

ていきたいと考えております。 

 合わせて、よろしいでしょうか。 

 続きまして、使いにくい洋式トイレということでございましたので、海岸に３カ所ございます

トイレを確認させていただいたところ、日出中学校から下がったトイレの所の部分の便器のほう

を、私も確認させていただきまして、議員が言われましたように、立ち上がると１０センチぐら

いの所に、もう、すぐ、ドアがきてました。確かに、使いづらかったです。原因を調べますと、

もともと和式のトイレだったんです。それを便器だけ洋式にかえているもんですから、形として

は、その前の部分が非常に狭かったということでございます。今後の検討としましては、この部

分についての間仕切り部分を前に出すことによって改善はできると思いますが、ほかの所も同じ

時期に洋式トイレにかえた所がございますので、そこの部分も含めて調査させていただいて、修

繕の予算等もございますが、その中で運用できれば迅速に対応したいと思っております。 

 続きまして、運動遊具につきましても、私も確認いたしまして、実際、プレートがよく見えな

くなっておりました。早速ですが、メーカーのほうに問い合わせをさせていただきまして、書い

ている部分の内容を調査して、看板の表示を行うことで正しく利用をしてもらうと考えておりま

す。 

 続きまして、松林の剪定につきましても、毎年ではございませんが、２年おきに、松林の剪定

については行うようにしております。その時に、高さ２メートル程度で、歩道のほうでウォーキ

ングの方とかが頭を打たないような程度で剪定をしておるんですが、去年はしておりません。で

すから、２年になることしについては、再度、調査しまして対応したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  川辺由美子君。 

○議員（４番 川辺由美子君）  早速、見に行っていただいて対応してくださるということで、と

ても安心いたしました。これからも、どうかよろしくお願いいたします。これで質問を終わりま

す。 

……………………………………………………………………………… 
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○議長（森  昭人君）  お諮りします。ここで１０分程度休憩したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、１０分程度休憩をいたします。 

午後２時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時00分再開 

○議長（森  昭人君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。１２番、池田淳子君。池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  １２番、公明党の池田淳子です。通告に従いまして一般質問を

行います。 

 最初に、老人クラブの活動の支援体制について質問をいたします。この件に関しましては、同

僚議員からも質問がありましたので、最初の質問であるクラブの数につきましては重複いたしま

すので割愛させていただきたいと思います。 

 さて、先ほどもありました。また、先日、いただいた資料によりますと、日出町の６５歳以上

の高齢者の数は８,５０３人で、高齢化率は２９.９％となっています。平成２３年からは

１２３.５％の増加率となっていることを鑑みると、これからも高齢者はふえていくことが予想

されます。 

 本年７月３０日に、厚労省が発表した２０１８年の日本人の平均寿命は、男性が８１.２５歳、

女性が８７.３２歳で、どちらも過去最高を更新し続けています。もちろん、平均寿命の延伸だ

けがいいわけではなく、高齢者の方が、住みなれた家や地域において、健康で生きがいを持って

生活できるための地域包括ケアシステムも構築から進化、充実を図らなければなりません。社会

と関わりを持ち、仲間との会話や交流を楽しむことも大変重要であると思います。このようなこ

とから、老人クラブの存在は欠かせないものであると感じますが、残念ながら、活動休止や解散

をするクラブが増加しているのが現状であります。それぞれにさまざまな要因はあるかとは思い

ますが、担当課として、それぞれの内情の把握はできているのでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長、伊豆田政克君。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  御質問にお答えいたします。 

 ２９年度に２クラブ、３０年度には２クラブと、２年続けて活動休止、解散が続いております。

それぞれが、個別の具体的な理由というのは把握はしておりませんけれども、基本的には、老人

クラブ活動休止の原因につきましては、やはり、先ほども申しましたけれども、会長や役員の後

継者がいないこと。新規に加入することが少なくなっていることで、また、会員が高齢化してい
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く中で、行事の実施していくことへの負担感の増大等が主な原因であると把握しております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  それぞれの個別に状況を把握しないと、なぜ解散をするのか、

活動を休止をするのかという原因がわからないと思います。行政として、どう、解散することを

捉えているのか。もう仕方がないと思っているのか。先ほどの質問と重複するかもしれませんけ

ども、どういうふうに捉えているのかをお聞かせください。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  老人クラブは、高齢者が生きがいを持って、健康で安心して日

常生活を送っていただくためには、仲間づくり、健康づくり、生きがいづくり。そして、見守り

をはじめとする支え合い、助け合いが重要であります。その担い手であります老人クラブの継続

というのは、非常に重要な課題であると考えております。福祉対策課といたしましても、支援す

ることは必要だとは考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  解散をする。または、活動休止をする個別の事情を把握しない

理由はなんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  これまで把握してこなかった理由、個別には把握しておりませ

んけれども、先日、アンケート等を平成３０年に行ったんですけども、そういったことで、アン

ケート等の結果等から、ある程度のことは把握できておりましたので、個別に、今回、お聞きす

ることはしておりませんでしたけれども、具体的な事情等は知っておく必要はあるとは思います

ので、また、今後、確認はしていきたいとは考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  老人クラブは６０歳以上の方ならどなたでも加入ができるよう

ですが、私も６０歳になったら入ろうと思っています。あと、もう何年かあとですけど。ですけ

ど、今の６０歳はまだまだお若いです。まだ、現役で仕事をされている方もたくさんいらっしゃ

いますので、なかなか、老人クラブという名前自体にもそぐわないといいますか、抵抗感のある

方もいらっしゃるのかなというふうには思っております。 

 ちなみに、私の地元では、老人クラブではなくて個別の名前をつけて活動をしております。そ

して、会員増員のために一生懸命努力をされているというというクラブでありますけども。また、
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老人クラブの歴史をさかのぼってみますと、戦後、荒廃した社会において、老後の幸せはみずか

らの手で開こうと。老後の問題に関心を寄せる人々に呼びかけ、全国各地で次々に老人クラブが

結成されていったという、そういった背景があるようです。昭和２０年代のお話ですので、現在

とは比較にならない社会的背景があるのは明らかですけども、減少しているとは言えクラブは存

続しているわけですから、その残っている、活動されている方たちは誇り持って活動に取り組ん

でいる方がいるわけです。そこで、お聞きをいたしますけども、この歴史のある老人クラブの果

たす役割とは何であるとお考えでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  老人クラブの果たす役割ということですけれども、重ねてにな

りますけれども、高齢者が生きがいを持って、安心して暮らしていくための仲間づくり、健康づ

くり、また、知識や経験を生かした社会活動の取り組み、地域での見守り、支え合い、助け合い

活動などであると考えております。少子高齢化によりまして、高齢者世帯、独居世帯がふえてお

り、今後も増加することが予想されます。人と人とのつながりも希薄化しております。健康づく

り活動では、グランドゴルフやゲートボールをすることで仲間ができ、生きがいができ、健康で

楽しい生活の一助になっていると考えております。また、老人クラブと小学生など、子供たちの

触れ合う３世代交流など、若い世代との交流で経験と知識を伝えるよい機会にもつながっており

ます。また、友愛訪問活動では、１人暮らしの高齢者などを訪問することで、地域で安心して暮

らせる見守り活動として重要な役割も担っていると考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  今、たくさん言っていただきましたけども、老人クラブの会員

さんそれぞれに、そういう果たす役割はたくさんあるわけですよね。その果たす役割を自覚して

いただいて、積極的に楽しく活動をされている会員さんもたくさんいるわけで、きのう、同僚議

員の一般質問の中で、教員の働き改革という点で、地域でできることの１つとして、老人クラブ

の方に登下校の見守りをお願いするというふうな回答もありましたように、そうした活動を積極

的にされている方もいらっしゃることを踏まえると、そうした減少をしていく、または、活動を

休止をするクラブがあるということに対して、やはり、行政も危機感をしっかりと持たないとい

けないと、私は思います。 

 町長、この点について、先ほども答弁を同僚議員にしていただいておりましたけども、こうや

って年々減少していく老人クラブの現状については、どうお考えでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  老人クラブが減少していくことについて、どう思うかということですけ
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ども、先ほど申し上げたことと特にかわるわけではありませんけども、かつては、友愛訪問等で

お互いの安否確認というか、見守り活動をすごいされてきた。最近では、子供たちの登下校の見

守りといった形で。大きな役割を果たしていただいている。そういった老人クラブが減っていく

と、やっぱり寂しいことですし、できれば、老人クラブは存続していただきたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  存続していただきたいという気持ちはみんな持ってはいるんで

すけども、それに対して、具体的な施策を打たないと、これは、もう、減少に歯どめがかからな

いのではないのかなというふうな危機感を持っております。 

 第５次日出町総合計画の中にも、健やかで安らかに暮らせる町をつくるという基本政策はあり

ます。内容の中を申しますけども、民生委員、児童委員とともに、老人クラブなどの関係者が緩

やかな見守りを行うことで、住民が住みなれた地域で安心して生活し続けることができるように

見守りネットワークの構築を図り、孤立者ゼロの地域社会を目指しますとあります。ここにしっ

かり、老人クラブという名称が出てまいります。 

 役割もしっかり与えられているわけですが、また、目標指標について、老人クラブの活動は総

合計画策定当時の平成２７年当時は、クラブ数は５２でした。現在が４８です。中間目標が５４、

最終目標は５５となっています。毎年、減り続ける中で、活動休止も含めてですが、今のままで

は、この目標指標への到達は非常に難しいと、私は考えます。当初予算では、老人クラブ育成補

助金として２６０万５千円が計上されています。支援と言えば、補助金や助成金となるのでしょ

うが、町として、クラブ存続できるための何か支援は考えていますか。考えているとしたら、ど

のような支援を行うのか教えてください。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  お答えいたします。 

 先ほど来、申し上げておりますように、老人クラブは非常に地域をつくる担い手でありますの

で、支援は必要であると考えております。現在、老人クラブの支援といたしまして、老人クラブ

を活性化することで、未加入者の加入促進を図るため、既存の補助金とは別に、老人クラブ活性

化事業として年間２万５千円を補助することで、魅力ある老人クラブ活動が展開されるように取

り組んでおります。また、事務的負担を軽減するために、平成２９年度より、日出町社会福祉協

議会に事務局を担っていただき、書類の作成や業務援助を行っているところです。 

 また、老人クラブには限りませんけれども、あと、グランドゴルフやゲートボール等の用具の

貸し出し等も行ってはおります。また、老人クラブの活動が充実して継続していくために、事務
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局である社会福祉協議会と連携等取りながら、自治区や子供会、関係団体等とも連携しながら、

協力しながら、老人クラブ会員が体力的、精神的、金銭的な負担を感じることがなく活動できる

よう、必要な支援を検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  補助金、助成金を支援をしていただいてありがたいんですけれ

ども、それだけでは、実際には、クラブは減少しているわけです。今のままでは、クラブの存続

は、もう非常に厳しい状況にあるわけで、先ほど、それぞれの個別の内情は把握してないとのこ

とでしたけども、本当の理由というか、そういうものがきちんとわからないことには、これに歯

どめはかからないと思います。 

 もし、高齢化であるとか、役員になり手がないとか、そういったことで片づけるのであれば、

それは、もうクラブ自体の問題になってくると思います。そこに行政がどのような形でかかわっ

ていくというか。町は、クラブをどうしたいのか。減っていくんだから仕方がないでしょうとい

うのか。それとも、第５次総合計画に掲げたように、きちんとした目標を達成するための何かを

行うのか。そのへんの考えはいかがでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  お答えします。 

 先ほど、個別の、今回の２件に関しては、内情は把握していないと言いましたけれども、先ほ

ども申しましたけども、アンケート等の結果からも、やはり、原因として大きいのは、やはり、

役員不足と、あと、若い方の加入が減っているということが一番大きなところであることは間違

いないと考えておりますので、そこの役員の負担等の軽減策ですとか、あと、リーダー研修等を

行って、役員等のあり方等勉強していただいて、リーダーの負担を減らしていただくですとか、

あと、また、若い方々に入っていただけるような楽しいクラブ運営についての助言ですとか、そ

ういったことについて、事務局である社会福祉協議会等とも協力をしながら、支援をしていきた

いとは考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  活動の中身が、ちょっと日帰りの旅行に行ったりとか、１泊で

旅行に行ったりとか、クラブによっていろんな活動のあり方はあるかと思います。そういう活動

をするには、確かに、こういった補助金、助成金というのは必要でありますし、会費だけでは賄

えるものではないということは重々承知をしております。 

 高齢者がふえる割には会に入る方が少ないというのは、どこか矛盾しているのかなというふう
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には思うんですけども、活動のあり方。また、先ほどおっしゃった役員の方の負担軽減について、

また、しっかり、何か援助、支援ができることを考えていって、先ほども楽しい会の援助という

企画等もありましたけども、そういうふうなことも、しっかりとやっていっていただきたいと思

います。第５次総合計画との整合性です。このままでは減り続けますけども、本当に中間目標、

また、最終目標に達成するという整合性は取れるのかどうか、町長にお聞きをいたします。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  現状型の目標との整合性というのは、ちょっと、私も理解しにくいんで

すけども、目標に向かって努力していくしかないんじゃないかなというふうに思います。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  今のままで、目標に向かって達成できますかとお聞きをしてい

ます。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  非常に厳しい状況に追い込まれているということは言えると思います。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  町長として、どういう方針で、この老人クラブとかかわってい

くのか。町長の指揮で、言い方は悪かったです。行政が、町が、どういう形で存続に対してかか

わっていうのか。老人クラブと向き合っていくのかを、町長の考えを教えてください。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  担当課長もつぶさに、まだ調査してないということですから、その調査

の内容を聞いて考えていきたいというふうに思います。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  一生懸命、活動をされています。生きがいを持って暮らせる日

出町になるために、また、町長のリーダーシップでしっかりと内容を精査していただいて、存続、

または、数の上昇に向けて取り組んでいっていただきたいと切に願っております。 

 続きまして、新生児聴覚スクリーニングの実施状況についてお伺いをいたします。 

 新生児の聴覚障がいは、１千人に１人から２人。これは生まれつき、割合でいるとされていま

すが、出産直後の早期発見と、その後の早期療養により、音声言語の発達までの影響を最小限に

抑えられると言われております。早く発見して、補聴器を利用し、装用し、早く聞く力や話す力

をつける練習、早期療育ができると、それだけ、話をする力やコミュニケーション能力を高くす

ることができると言われております。また、３歳までに人工内耳手術を受ければ、１００％聞こ

えるようになるとも言われております。そこで、重要となる新生児聴覚スクリーニングは、先天
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性難聴の早期発見に有効として国が推奨していますが、検査を受けるかどうかは、これは任意に

なるのだと思います。日出町の新生児は、町外の医療機関で生まれるわけですが、この聴覚スク

リーニングの実施状況はどうなっていますでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長、佐藤久美子君。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  それでは、池田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 新生児の聴覚スクリーニング検査は、生後間もない赤ちゃんの耳の聞こえを調べる検査でござ

いまして、平成３０年度から、大分県内全市町村で公費負担により実施いたしております。日出

町におきましても、母子健康手帳交付時に、妊婦健診の受診票と合わせて聴覚検査の受診票を交

付しており、産科病院や分娩施設において、おおむね生後３日以内の新生児に実施しており、昨

年度の対象者２２４人全員が検査を受けております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  ありがとうございます。これで、ひとつ安心をいたしましたけ

ども、これ、検査を受けるのに、たしか、５千円ぐらい費用がかかると。任意ですので、いう話

でしたけども、この公費助成を望む他県もたくさんあると聞いております。大分県子育て満足度

日本一を目指す広瀬知事の施策でしょうが、大変ありがたいと思っています。 

 検査の方法は、音を聞かせて、内耳から反射して戻ってきた音を多角的に検査するものと、音

を聞いた時の脳波を解析して音が聞こえているかを多角的に検査する。２種類あるようなんです

が、どちらも、恐らく、新生児が寝ている間に、約１０間ぐらいの検査だというふうに聞きまし

た。聞こえに問題があった場合、どのような対応を行っているのでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  聞こえに問題があった場合でございますが、先ほど、議員も

おっしゃられましたように、早期に適切な支援を行うことで、言語機能を向上させ、生活の質を

高めることができます。そのため、新生児聴覚スクリーニング検査の実施により、要検査となっ

た場合は、退院前に産科病院や分娩施設にて再検査を実施いたします。再度、要検査となった場

合は、病院の紹介状により専門機関の受診となりますが、受診されない保護者には、遅くても生

後３カ月ごろまでに精密検査を受けられるよう保健師が勧奨をしており、また、専門的な相談窓

口や療育につながるようサポートいたしております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  では、サポート体制は万全であるというふうに認識してよいで

すかね。はい、ありがとうございます。軽度な難聴なら補聴器で対応、重度な難聴なら人工内耳
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の手術での対応となるようですけども、やはり、これは検査のタイミングが重要だと思っており

ます。先ほども申しましたけども、早期発見をすることで、早期治療、早期療育ができるという

ことでありますので、それによって聞こえにつながり、音のある世界を感じることができるとい

うことであります。 

 新生児の段階で問題がなかったか。あるいは、判断できなかった場合でも、もしかしたら、成

長過程で聞こえに問題が出てくるかもしれません。大事なことは、次の検査のタイミングだと思

っております。早期治療、療育の観点から乳幼児検診などで、３歳までに、再度、検査を受ける

機会はありますでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  新生児期に問題はなくても、生後の成長過程で起こるおたふ

く風邪や中耳炎による聴覚障がいや進行性聴覚障がいを発見するために、乳幼児検診、１歳半検

診、３歳児検診におきまして聴覚検査を実施し、早期発見に努めております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  ありがとうございます。３歳までに人工内耳の手術を受ければ

１００％聞こえるようになるということですので、早期発見、治療等進めていっていただきたい

と思います。ここで、少し、耳の構造について、もう、皆さん、眠たいかもしれませんけど、日

本耳鼻咽喉科学会のホームページから引用させていただきますけども、耳の構造。耳の入り口に

は外耳道があり、奥に鼓膜があります。鼓膜の中は中耳、さらに、奥には内耳と呼ばれる組織が

あります。内耳には、音を聞くための蝸牛、かたつむりのような形をしているんですが、蝸牛と

体の平衡感覚を司る前庭、半規管と呼ばれる部位があります。 

 鼓膜に入った音を蝸牛に有効に伝えるために、中耳には耳小骨と呼ばれる小さな骨が３つあり、

鼓膜と蝸牛との橋渡しをしています。外耳道から入った音は鼓膜を振動させ、耳小骨を通って蝸

牛に伝わります。蝸牛には、コルーチキと呼ばれる重要な器官があり、有毛細胞と呼ばれる感覚

細胞があります。音の振動が蝸牛に伝わり、蝸牛の有毛細胞に機械的な刺激が加わると、細胞が

興奮して電気信号に変換されます。この信号は聴神経へ伝わり、さらに、脳へ伝えられて音や声

として認識されます。この役割をするのが、人工内耳であります。近年では、人工内耳の低年齢

化も進んできているようですけども、この人工内耳について広く周知されているかどうか教えて

ください。 

○議長（森  昭人君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（伊豆田政克君）  今、議員さんから御説明がありましたように、人工内耳の、そ

れに必要な人工内耳体外装置というのがありますが、それにつきまして、福祉対策課のほうで給
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付のほうを行っておりますので、福祉対策課のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 現在のところ、人工内耳についての周知については、広く周知は行ってはおりません。聞こえ

について何らかの問題があった場合には、専門の病院で詳細な検査をしたのち、まず、補聴器の

使用の検討に入りまして、補聴器を使用し、その効果は見られまかった場合に、医師から人工内

耳の提案を受けることになります。ですから、人工内耳の提案を受けたあとにということになり

ますので、日出町では人工内耳体外装置と人工内耳用電池を対象者のほうに給付しておりますの

で、今後も病院のほうと連絡を取りながら行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  ありがとうございます。たとえ、障がいがあったとしても、早

期発見、早期治療、療育で改善に向かうことも可能でありますので、この聴覚障がいについても、

人工内耳で聞こえ、取り戻すということが可能であることから、どのような形で周知をするかで

すけど、病院と連携を取りながら、していっていただきたいというふうに思っております。 

 それでは、次の質問に移ります。子ども食堂についてお聞きをいたします。 

 子ども食堂は、全国に、今は、もう約３,００７カ所展開されているといいます。子ども食堂

は、もう言わずとも知れてますけども、地域住民や自治体が主体となり、無料、または、低料金

で子どもたちに食事を提供することを目的としていましたが、近年では、どの世代でも行くこと

ができる地域住民のコミュニケーションの場としているところも多くあるようです。共働き家庭

や就業形態の多様化により子どもだけで食事をする家庭もふえてきました。また、核家族化によ

り１人暮らしの高齢者も多くなってきたと思います。 

 以前、子ども食堂を立ち上げてはと、私も一般質問をいたしました。また、同僚議員からも、

子どもに限定せず、みんなの食堂という形でしてはどうかとの一般質問もありました。その後、

任意団体によりまして、子ども食堂を始めている団体があるというふうにお聞きをしております

が、どのような形態で活動をしているのかお聞きいたします。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  それでは、池田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、日出町では、３カ所で子ども食堂を実施いたしております。活動形態はそれぞれですが、

日出町女性団体連絡協議会が実施するふれあい食堂にこにこでは、６月から毎月１回、子ども食

堂を開催しております。対象者は、開催地区の小学生と６５歳以上の方で、定員は３０名、食事

代は２００円となっております。豊岡のたんぽぽ食堂では、毎月第２、第４水曜日と長期休暇中

の一定期間に子ども食堂を開催いたしております。対象者は、小学生で定員は３０名、食事代は

１００円となっております。また、今年度８月から大分県渓泉寮におきまして、子ども食堂ふら
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っとホームが開設されました。対象者は、日出町の小中学生で、定員は１０名、食事代は無料と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  ありがとうございました。たくさんの活動していただいている

んですけども、１つ、お聞きをします。ふれあいにこにこです。女性団体連絡協議会がやってい

ただいているのは、各地区の公民館を順番にという解釈でよかったですか。 

 子ども食堂の開催に当たって、非常にボランティア精神がないと、これはきっとできないこと

だと思います。本当に、頭の下がる想いなんですが、食材の調達が一番大変ないじゃないかなと

いうふうに思っております。利用料金が、今お聞きましたとおり１００円もしくは無料、

２００円ということで、利益を上げられるような事業ではないので、食材の調達というものが非

常に大丈夫なのかなというふうに、負担になっているのではないかなというふうに心配をすると

ころなんですが、食材の調達というのはどのようにしているか、把握はしてらっしゃいますか。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  子ども食堂を運営するに当たりまして、食材の調達は重要な

課題であり、各子ども食堂において創意工夫していると思います。大分県社会福祉協議会のフー

ドバンクを利用している団体もあると聞いております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  フードバンクを使っていただけると一番いいのかなというふう

に、私も感じました。というのが、できるのかなというふうに思った点もあったんですが、フー

ドバンク、社協さんが窓口ですけども、県のフードバンクの窓口になっておられるので、その目

的といったら変なんですけど、もともとフードバンクというのは、そういう子ども食堂とか、そ

ういったところに使っていただけるように開設をしたものであるので、一旦、県に納めて、それ

から、また、町にという、そんな面倒くさいことはないだろうなとは思っていたんですけど、

フードバンクの活用というのができるんですね。それではありがたい。 

 あと、一番問題なのが、生鮮食品のお肉とか、魚は、もう、購入をしないと、なかなか調達が

できないものなのかなというふうには思っています。あと、野菜などは、農家の方、もしくは、

ＪＡさんとかと御協力をして調達をするということは可能なんでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  それぞれの子ども食堂さんを運営するに当たりまして、それ

ぞれの方法をとっておられるようであります。中には、これは、先日、別府市のほうで子ども食
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堂のネットワーク協議会というのがありましたので、私も参加させていただいたんですけれども、

そこには、企業とか、農家から商品として出荷できない野菜や果物を無料でいただいたりとか、

善意の寄附で個人の方からいただいたりとか、そういったこともしていると聞いております。 

 日出町の場合は、なかなか、農協からというわけには、まだ、いってないと思いますけれども、

先日、見えられた日出町の子ども食堂さんも、そのへんのお話を聞いて、今後、そのへんのこと、

ぜひ、活動の中で取り組みたいと、そうおっしゃられておりました。 

 以上でございます。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  活動の支援、子ども食堂に対する支援。立ち上げの時には補助

金があったかと思いますけれども、１度、活動を始めてしまうと、お金のことが、やっぱり。一

番大変なのかなと思うんですけども、そういった食材の調達の方法ですとか、役場ができる、担

当課としてできる支援というのは何か考えていらっしゃいますか。 

○議長（森  昭人君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（佐藤久美子君）  日出町では、平成３０年度に、子どもの居場所づくり推進事

業を創設いたしまして、子ども食堂の運営支援といたしまして、開設準備費、機能強化費及び事

業運営費の助成ができるように取り組みました。平成３０年度実績につきましては、１カ所に

５万円の助成をしております。今後、子ども食堂が新たな開設や安定的な運営ができるよう、行

政といたしましても、できる限りの支援に努めたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  開設の時の補助金は、先ほども言いましたけど、非常にありが

たくて、何を始めるにも、やはり、資金というものが必要になります。今言う、ほかの支援とい

うのが、先ほど、課長がおっしゃっていただいた農協さんとの橋渡しですとか、食材の調達の方

法とか、そういうお金はかからなくても、お金を使わなくてもできる支援というのが、必ずある

と思いますので、そのへんの支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 以前、質問をした時に、町長が御答弁いただいたのが、どのぐらいのニーズがあるかを調査し

てというふうに、私が子ども食堂を立ち上げてはと言った時に、どのぐらいのニーズがあるかと

いうふうな御答弁をいただいたことを、私はずっと覚えていますけど、こういう事業はニーズが

あってするものではなくてと、私は思っているんですけど、今の現状を見ていただいて、町長、

この子ども食堂に関しての御感想はいかがでしょうか。 

○議長（森  昭人君）  町長。 

○町長（本田 博文君）  あれは、もう３年前になると思いますけども、あのころ、子ども食堂の



- 178 - 

話が、子どもの貧困と絡んで出ていたと認識しています。私も、そのへん、町長で、子ども食堂

ということを考えておりましたから、どの地域に、どういったニーズがあるのかなというところ

が、私もこの仕事につく前から思っていたところです。子ども食堂に対する考え方が、あれから、

私はかわってきたように思います。ふれあい食堂にこにこが開設する時も、世代間交流といった

ようなことを打ち出しておられたというふうに思います。 

 そういったことから、こういった考え方もあるんだなというところで、あの当時、議員にニー

ズの話をした時とは状況もかわっておりますし、私もいろいろ知識を得る中で考え方がかわって

きたというところはあります。世代間交流といったような、いろんな、あるいは、子どもの居場

所づくりとか、そういった形にかわってきて、それなりに社会的なニーズが出てきているんだろ

うなというふうには思っています。 

 以上です。 

○議長（森  昭人君）  池田淳子君。 

○議員（１２番 池田 淳子君）  確かに、同僚議員が一般質問でも言っていただきましたけども、

世代を超えた。今、町長がおっしゃるとおりです。子どもに限らず各世代の方たちの交流、誰が

来てもいいよという、そういった食堂が居場所づくりができるのが理想的なのかなというふうに

思っております。 

 町長の認識が子ども食堂に対して同じ思いになっていただけたことが、きょうの一般質問の収

穫です。ありがとうございました。これで質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

散会の宣告 

○議長（森  昭人君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昭人君）  異議なしと認めます。したがって、これにて散会することに決定しまし

た。 

 本日は、これで散会します。御苦労さまでした。 

午後３時45分散会 

────────────────────────────── 

 


